
道銀 Web専用口座〔スマート〕」（普通預金）規定

１．通帳の不発行

普通預金を開設するにあたっては、「普通預金

規定」にかかわらず通帳は発行しないものとしま

す。

２．通帳不発行にかかる特約

(1) 本契約では必ずキャッシュカードを発行します。

(2) 本契約では預金者は必ず「道銀ダイレクトサー

ビス」を契約するものとし、普通預金の残

高・入出金明細等は「道銀ダイレクトサービ

ス」の照会サービスにより確認するものとし

ます。（定期的なお取引明細の送付等は行い

ません。）

(3) 預金者が取引明細書の発行を希望する場合は、

当行所定の手数料を支払うものとします。

(4) この預金口座からの払出しを店頭窓口でする時

は、当行所定の払戻請求書に口座番号、氏名、

払戻し金額を記入のうえ届出印章の押印をし、

この預金口座のキャッシュカードおよび預金

者本人を確認できる当行所定の書類を店頭窓

口に提示するものとします。

(5) この預金口座への入金を店頭窓口でする時は、

当行所定の入金票に口座番号、氏名、入金金

額を記入のうえ、この預金口座のキャッシュ

カードを店頭窓口に提示するものとします。

(6) 上記の場合のほか、預金規定等により通帳の提

出が必要な取引を行う場合は、当該預金規定

に定める通帳に代えて、当該預金のキャッシ

ュカードおよび預金者本人を確認できる当行

所定の書類を店頭窓口に提示するものとしま

す。

３．特約の解約

次の一つにでも該当した場合には、当行は預

金者に通知することなく上記 2 の特約を解約

することができるものとします。この特約が

解約された場合は、解約日から普通預金規定

のみが適用されるとともに通帳が発行される

ものとします。

(1) 「道銀ダイレクトサービス」を解約した場合

(2) 上記 2 の特約に違反した場合

４．規定の準用

(1) 本規定に特段の定めがない場合は、「普通預金

規定」、「キャッシュカード規定」、「デビット

カード規定」、「道銀ダイレクトサービスご利

用規定」を準用するものとします。

(2) 本規定、「普通預金規定」、「キャッシュカード

規定」、「デビットカード規定」、「口座振替依

頼書電子受付サービス取引規定」および「道

銀ダイレクトサービスご利用規定」の内容が

両立しない場合は、本規定が優先的に適用さ

れるものとします。

以上

（平成２６年４月１日現在）

道銀 Web 専用口座〔スマート〕（総合口座）規定

１．通帳の不発行

  普通預金・定期預金により総合口座を開設す

るにあたっては、「総合口座取引規定」、「新

型期日指定定期預金共通規定」「自動継続新

型期日指定定期預金規定」「自由金利型定期

預金（Ｍ型）共通規定」「自動継続自由金利

型定期預金（Ｍ型）規定【単利型】」「自動継

続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定【複利

型】」にかかわらず通帳は発行しないものと

します。



２．通帳不発行にかかる特約

(1) 本契約では必ずキャッシュカードを発行します。

(2) 本契約では預金者は必ず「道銀ダイレクトサー

ビス」を契約するものとし、普通預金の残

高・入出金明細、定期預金の預入明細等は

「道銀ダイレクトサービス」の照会サービス

により確認するものとします。（定期的なお

取引明細の送付等は行いません。）

(3) 預金者が取引明細書の発行を希望する場合は、

当行所定の手数料を支払うものとします。

(4) この預金口座から普通預金の払出しまたは定期

預金の解約を店頭窓口でする時は、当行所定

の払戻請求書に口座番号、氏名、払戻し金額

を記入のうえ届出印章の押印をし、この預金

口座のキャッシュカードおよび預金者本人を

確認できる当行所定の書類を店頭窓口に提示

するものとします。

(5) この預金口座への入金を店頭窓口でする時は、

当行所定の入金票に口座番号、氏名、入金金

額を記入のうえ、この預金口座のキャッシュ

カードを店頭窓口に提示するものとします。

(6) 上記の場合のほか、預金規定等により通帳の提

出が必要な取引を行う場合は、当該預金規定

に定める通帳に代えて、当該預金のキャッシ

ュカードおよび預金者本人を確認できる当行

所定の書類を店頭窓口に提示するものとしま

す。

３．特約の解約

  次の一つにでも該当した場合には、当行は預

金者に通知することなく上記２の特約を解約

することができるものとします。この特約が

解約された場合は、解約日から普通預金規定

または総合口座取引規定のみが適用されると

ともに通帳が発行されるものとします。

(1) 「道銀ダイレクトサービス」を解約した場合

(2) 上記２の特約に違反した場合

４．規定の準用

(1) 本規定に特段の定めがない場合は、「総合口座

取引規定」、「普通預金規定」、「新型期日指定

定期預金共通規定」「自動継続新型期日指定

定期預金規定」「自由金利型定期預金（Ｍ型）

共通規定」「自動継続自由金利型定期預金

（Ｍ型）規定【単利型】」「自動継続自由金利

型定期預金（Ｍ型）規定【複利型】」、「キャ

ッシュカード規定」、「デビットカード規定」、

「道銀ダイレクトサービスご利用規定」を準

用するものとします。

(2) 本規定、「総合口座取引規定」、「普通預金規

定」、「新型期日指定定期預金共通規定」「自

動継続新型期日指定定期預金規定」「自由金

利型定期預金（Ｍ型）共通規定」「自動継続

自由金利型定期預金（Ｍ型）規定【単利型】」

「自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定

【複利型】」、「キャッシュカード規定」、「デ

ビットカード規定」、「口座振替依頼書電子受

付サービス取引規定」および「道銀ダイレク

トサービスご利用規定」の内容が両立しない

場合は、本規定が優先的に適用されるものと

します。

以上

（平成２６年４月１日現在）

若者応援サービス「Do DEBUT」利用規定

若者応援サービス「Ｄｏ ＤＥＢＵＴ（デビュ

ー）」は、満 18 歳～満 23 歳（満 24 歳の誕生日

の前日）までのお客様を対象に、道銀Ｗｅｂ専用

口座のご利用を条件として、当行ＡＴＭ時間外手

数料無料を提供するサービスです。取り扱いにつ



いては、以下の通りです。

１（対象となる方）

満 18 歳～満 23 歳の個人の方に限ります。た

だし、個人事業主は除きます。

２（条件）

道銀Ｗｅｂ専用口座のお申込みがあること。

３（サービスの開始時期）

(1) 道銀Ｗｅｂ専用口座の受付日の翌営業日の翌

日からサービスを提供します。ただし、ご新

規でのお口座申込みと同時申込みの場合は、

キャッシュカードがお客様に届いてからサー

ビス開始となります。

(2) 満 18 歳未満で道銀Ｗｅｂ専用口座をご利用の 

方は、満 18 歳の誕生日からサービス開始とな

ります。

４（サービスの内容）

(1) 当行ＡＴＭにおいて、当行普通預金のキャッ

シュカードで引出および振込した際の時間外

手数料について無料となります。コンビニＡ

ＴＭの利用手数料、時間外手数料は対象外と

なります。

(2) 氏名・住所等の届出事項に変更があったにも

かかわらず、必要な変更手続きが行われてい

ない場合には、サービスが受けられない場合

があります。

５（サービスの対象）

(1) 当行ＡＴＭ時間外手数料無料は、当行キャッ

シュカードで当行の自動機をご利用いただい

た場合に適用されます。

(2) 当行ＡＴＭ時間外手数料無料は、同一店舗で

ご利用いただいている、ご本人様の普通預金

に限定し、貯蓄預金・社内預金受託サービス

は対象となりません。

(3) コンビニＡＴＭは対象外となります。コンビ

ニＡＴＭを除く、他行との共同ＡＴＭをご利

用の場合、当行ＡＴＭ時間外手数料無料のサ

ービスが受けられない場合がございます。

６（サービスの終了時期）

(1) 満 24 歳の誕生日に自動的にサービスの提供は

終了します。

(2) 同一店舗内のすべての「道銀Ｗｅｂ専用口座」

を解約または通帳式に切替した時点および若

者応援サービスの解約のお申し出があった場

合に、サービスは終了します。

７（ステップＤｏの自動付帯）

若者応援サービスご利用開始時に自動的に道銀

取引優遇サービス「ステップＤｏ」も付帯され

ます。

８（若者応援サービスご利用中に道銀取引優遇

サービス「ス

テップＤｏ」に該当した場合）

 若者応援サービスの内容に加え、「ステップＤ

ｏ」のお取引内容に応じたサービスを提供しま

す。

９（サービスの変更・中止）

(1) 本サービスは、金融情勢の変化等によりお客

様に事前に通知することなく、変更・中止す

ることがあります。

(2) 当行所定の規定・規約等を履行されていない

場合や、その他相当の事由があると当行が判

断した場合には、お客様に事前に通知するこ

となくサービスの提供を変更・中止すること

があります。



以上

（平成 27年 6月 29日現在）

普 通 預 金 規 定

１．（反社会的勢力との取引拒絶）

この預金口座は、第１４条第３項各号のいずれ

にも該当しない場合に利用することができ、第

１４条第３号各号の一にでも該当する場合には、

当行はこの預金口座の開設をお断りするものと

します。

２．（取扱店の範囲）

この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこ

の店舗でも預入れまたは払戻しができます。

３．（証券類の受入れ）

(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切

手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立

のできるもの（以下、「証券類」といいま

す）を受入れます。

(2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要

件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充

してください。当行は白地を補充する義務を

負いません。

(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要がある

ものはその手続を済ませてください。

(4) 手形・小切手を受入れるときは、複記のいか

んにかかわらず、所定の金額欄記載の金額に

よって取扱います。

(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合

には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてそ

の取立手数料をいただきます。

４．（振込金の受入れ）

(1) この預金口座には、為替による振込金を受入

れます。

(2) この預金口座への振込について、振込通知の

発信金融機関から重複発信等の誤発信による

取消通知があった場合には、振込金の入金記

帳を取消します。

５．（受入証券類の決済、不渡り）

(1) 証券類は、受入店で取立、不渡返還時限の経

過後その決済を確認したうえでなければ、受

入れた証券額の金額にかかる預金の払戻しは

できません。その払戻しができる予定の日

は、通帳の当該行の「お支払い金額」欄に記

載します。

(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金

になりません。この場合は直ちにその通知を

届出の住所宛に発信するとともに、その全額

を普通預金元帳から引落し、その証券類は当

店で返却します。

(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼

を受けたものにかぎり、その証券類について

権利保全の手続をします。

６．（預金の払戻し）

(1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請

求書に届出の印章（または署名・暗証）によ

り、記名押印（または署名記入・暗証入力）

してこの通帳とともに提出してください。

(2) 前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払

戻しを受けることについて正当な権限を有す

ることを確認するための本人確認書類の提示

等の手続を求めることがあります。この場

合、当行が必要と認めるときは、この確認が

できるまでは払戻しを行いません。

(3) この預金口座から各種料金等の自動支払いを

するときは、あらかじめ当行所定の手続をし



てください。

(4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が

預金残高をこえるときは、そのいずれを支払

うかは当行の任意とします。

７．（利息）

この預金の利息は毎日の最終残高（受入れた証

券類の金額は決済されるまでこの残高から除き

ます）1,000 円以上について付利単位を 100 円

として毎年２月と８月の当行所定の日に、店頭

に掲示する毎日の利率によって計算のうえこの

預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に

応じて変更します。

８．（届出事項の変更、通帳の再発行等）

(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名

称、住所その他の届出事項に変更があったと

きは、直ちに書面によって当店に届出てくだ

さい。

(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の

変更前に生じた損害については、当行に過失

がある場合を除き、当行は責任を負いませ

ん。

(3) 通帳または印章を失った場合のこの預金の払

戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定

の手続をした後に行います。この場合、相当

の期間をおき、また、保証人を求めることが

あります。

９．（成年後見人等の届け出）

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が

開始された場合には、直ちに成年後見人等の

氏名その他必要な事項を書面によってお届け

ください。預金者の成年後見人等について、

家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見

が開始された場合も同様にお届けください。

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選

任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏

名その他必要な事項を書面によってお届けく

ださい。

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けてい

る場合、または任意後見監督人の選任がされ

ている場合にも、前項と同様にお届けくださ

い。

(4) 前３項の届出事項に取消または変更等が生じた

場合にも同様にお届けください。

(5) 前４項の届け出の前に行われた取引の効果は本

人に帰属するものとし、それによって生じた

損害については、当行は責任を負いません。

１０．（印鑑照合等）

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印

影（または署名）を届出の印鑑（または署名

鑑）と相当の注意をもって照合し、相違ないも

のと認めて取扱いましたうえは、それらの書類

につき偽造、変造、その他の事故があってもそ

のために生じた損害については、当行は責任を

負いません。

なお、預金者が個人の場合は、盗取された通帳

を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する

金額について、次条により補てんを請求するこ

とができます。

１１．（盗難通帳による払戻し等）

(1) 預金者が個人の場合は、盗取された通帳を用

いて行われた不正な払戻し（以下、本条にお

いて「当該払戻し」という。）については、

次の各号のすべてに該当する場合、預金者は

当行に対して当該払戻しの額およびこれにか

かる手数料・利息に相当する金額の補てんを

請求することが出来ます。

①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当



行への通知が行われていること

②当行の調査に対し、預金者より十分な説明

が行われていること

③当行に対し、警察署に被害届を提出してい

ること、その他の盗難にあったことが推測

される事実を確認できるものを示している

こと

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預

金者の故意による場合を除き、当行は、当行

へ通知が行われた日の 30 日（ただし、当行

に通知することができないやむを得ない事情

があることを預金者が証明した場合は、30 日

にその事情が継続している期間を加えた日数

とします。）前の日以降になされた払戻しの

額およびこれにかかる手数料・利息に相当す

る金額（以下、「補てん対象額」といいま

す。）を前条本文にかかわらず補てんするも

のとします。ただし、当該払戻しが行われた

ことについて、当行が善意無過失であること

および預金者に過失（重過失を除く）がある

ことを当行が証明した場合には、当行は補て

ん対象額の４分の３に相当する金額を補てん

するものとします。

(3) 前２項の規定は、第１項にかかる当行への通

知が、この通帳が盗取された日（通帳が盗取

された日が明らかでないときは、盗取された

通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最

初に行われた日。）から、2 年を経過する日後

に行われた場合には適用されないものとしま

す。

(4) 前２項の規定にかかわらず、次のいずれかに

該当することを当行が証明した場合には、当

行は補てんしません。

①当該払戻しが行われたことについて当行が

善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれ

かに該当すること

A．当該払戻しが預金者の重大な過失により

行われたこと

B．預金者の配偶者、二親等内の親族、同居

の親族その他の同居人、または家事使用

人によって行われたこと

C．預金者が、被害状況についての当行に対

する説明において、重要な事項について偽

りの説明をおこなったこと

②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい

社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随し

て行われたこと

(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行

っている場合には、この払戻しを行った額の

限度において、第１項にもとづく補てんの請

求には応じることができません。また、預金

者が当該払戻しを受けた者から損害賠償また

は不当利得返還を受けた場合も、その受けた

限度において同様とします。

(6) 当行が第２項の規定にもとづき補てんを行っ

た場合に、当該補てんを行った金額の限度に

おいて、当該預金にかかる払戻請求権は消滅

します。

(7) 当行が第２項の規定により補てんを行ったと

きは、当行は、当該補てんを行った金額の限

度において、盗取された通帳により不正な払

戻しを受けた者その他の第三者に対して預金

者が有する損害賠償請求権または不当利得返

還請求権を取得するものとします。

１２．（譲渡、質入れ等の禁止）

(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引

にかかるいっさいの権利および通帳は、譲

渡、質入れその他第三者の権利を設定するこ

と、または第三者に利用させることはできま

せん。

(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承



諾する場合には、当行所定の書式により行い

ます。

１３．（取引の制限等）

(1) 当行は、預金者の情報及び具体的な取引の内容

等を適切に把握するため、提出期限を指定し

て各種確認や資料の提出を求めることがあり

ます。預金者から正当な理由なく指定した期

限までに回答頂けない場合には、入金、払戻

し等の本規定に基づく取引の一部を制限する

場合があります。

(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者

は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留

期間を保持している旨を当行所定の方法によ

り届け出るものとします。当該預金者が当行

に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し

等の預金取引の一部を制限することができる

ものとします。

(3) 前２項の各種確認や資料の提出の求めに対する

預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者

の説明内容およびその他の事情を考慮して、

当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供

与、もしくは経済制裁関係法令への抵触のお

それがあると判断した場合には、入金、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限す

る場合があります。

(4) 1 年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預

金取引の一部を制限する場合があります。

(5) 前４項に定めるいずれの取引の制限について

も、預金者からの説明等にもとづき、マネ

ー・ローンダリング、テロ資金供与、または

経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理

的に解消されたと当行が認める場合、当行は

当該取引の制限を解除します。

１４．（解約等）

(1) この預金口座を解約する場合には、通帳を持

参のうえ、当店に申出てください。

(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行

はこの預金取引を停止し、または預金者に通

知することによりこの預金口座を解約するこ

とができるものとします。なお、通知により

解約する場合、到達のいかんにかかわらず、

当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所

にあてて発信した時に解約されたものとしま

す。

①この預金口座の名義人が存在しないことが

明らかになった場合または預金口座の名義

人の意思によらずに開設されたことが明ら

かになった場合

②この預金の預金者が第１２条第１項に違反

した場合

③この預金が法令や公序良俗に反する行為に

利用され、またはそのおそれがあると認め

られる場合

④法令で定める本人確認等における確認事

項、および第１３条第１項で定める当行の

求めに対する預金者からの各種回答や提出

された資料が偽りである場合

⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ

資金供与、経済制裁関連法令等に抵触する

取引に利用され、またはそのおそれがある

と合理的に認められる場合

⑥第１３条第１項から第４項に定める取引等

の制限に係る事象が 1 年以上に渡って解消

されない場合

⑦第１号から第５号の疑いがあるにも関ら

ず、正当な理由なく当行からの確認に応じ

ない場合

(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預

金者との取引を継続することが不適切である

場合には、当行はこの預金取引を停止し、ま



たは預金者に通知することによりこの預金口

座を解約することができるものとします。

①預金者が口座開設申込時にした表明・確約

に関して虚偽の申告をしたことが判明した

場合

②預金者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力

団員でなくなった時から 5 年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総

会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊

知能暴力集団等、その他これらに準ずる者

（以下、これらを「暴力団員等」という。）

に該当し、または、次の各号のいずれかに

該当することが判明した場合

A．暴力団員等が経営を支配していると認め

られる関係を有すること

B．暴力団員等が経営に実質的に関与してい

ると認められる関係を有すること

C．自己、自社もしくは第三者の不正の利益

を図る目的または第三者に損害を加える

目的をもってするなど、不当に暴力団員

等を利用していると認められる関係を有

すること

D．暴力団員等に対して資金等を提供し、

または便宜を供与するなどの関与をして

いると認められる関係を有すること

E．役員または経営に実質的に関与している

者が、暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること

③預金者が、自らまたは第三者を利用して次

の各号に該当する行為をした場合

A．暴力的な要求行為

B．法的な責任を超えた不当な要求行為

C．取引に関して、脅迫的な言動をし、また

は暴力を用いる行為

D．風説を流布し、偽計を用いまたは威力

を用いて当行の信用を毀損し、または当

行の業務を妨害する行為

E．その他前各号に準ずる行為

(4) この預金が、当行が別途表示する一定の期間

預金者による利用がない場合には、当行はこ

の預金取引を停止し、または預金者に通知な

どすることによりこの預金口座を解約するこ

とができるものとします。また、法令に基づ

く場合にも同様にできるものとします。

(5) 前３項により、この預金口座が解約され残高

がある場合、またはこの預金取引が停止され

その解除を求める場合には、通帳および届出

印を持参のうえ、当店に申出てください。こ

の場合、当行は相当の期間をおき、必要な書

類等の提出または保証人を求めることがあり

ます。

１５．（通知等）

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知ま

たは送付書類を発送した場合には、延着しまた

は到着しなかったときでも通常到達すべき時に

到達したものとみなします。

１６．（保険事故発生時における預金者からの相

殺）

(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険

事故が生じた場合には、本条各項の定めによ

り相殺することができます。なお、この預金

に、預金者の当行に対する債務を担保するた

め、もしくは第三者の当行に対する債務で預

金者が保証人となっているものを担保するた

めに質権等の担保権が設定されている場合に

も同様の取扱いとします。

(2) 相殺する場合の手続については、次によるも

のとします。

①相殺通知は書面によるものとし、複数の借



入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指

定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出印により

記名押印して、通帳とともに直ちに当行に提出し

てください。ただし、この預金で担保される債務

がある場合には、当該債務または当該債務が第三

者の当行に対する債務である場合には預金者の保

証債務から相殺されるものとします。

②前号の充当の指定のない場合には、当行の

指定する順序方法により充当いたします。

③第１号による指定により、債権保全上支障

が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく

異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順

序方法を指定することができるものとします。

(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引

料、遅延損害金等の計算については、その期

間を相殺通知が当行に到達した日までとし

て、利率、利率は当行の定めによるものとし

ます。また、借入金等を期限前弁済すること

により発生する損害金等の取扱いについては

当行が負担するものとします。

(4) 相殺する場合の外国為替相場については当行

の計算実行時の相場を適用するものとしま

す。

(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等

の手続について別の定めがあるときには、そ

の定めによるものとします。ただし、借入金

の期限前弁済等について当行の承諾を要する

等の制限がある場合においても相殺すること

ができるものとします。

１７．（準拠法、裁判管轄）

(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。

(2) この預金取引について訴訟の必要が生じた場合

には、当行本店または取引店の所在地を管轄

する裁判所を管轄裁判所とします。

１８．（規定の変更）

この預金規定は、法令の変更または監督官庁の

指示、その他必要が生じたときに、改定される

ことがあります。改定を行う旨および改定後の

規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発

生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネ

ットまたはその他相当の方法により周知します。

以上

    （2020 年 4 月 1 日現在）

総 合 口 座 取 引 規 定

１．（反社会的勢力との取引拒絶）

この預金口座は第 21 条の第 4 項の一にでも該

当しない場合に利用することができ、第 21 条

第４項に一にでも該当する場合には、当行はこ

の預金口座の開設をお断りするものとします。

２．（総合口座取引）

(1) 次の各取引は、道銀総合口座として利用するこ

と（以下「この取引」といいます。）ができ

ます。

①普通預金

②新型期日指定定期預金、自由金利型定期預

金（Ｍ型）、自由金利型定期預金および変動

金利定期預金（以下これらを「定期預金」

といいます。）

③積立定期預金

④第 2 号の定期預金、第 3 号の積立定期預金

を担保とする当座貸越

⑤貯蓄預金

(2) 普通預金については、単独で利用することが

できます。

(3) 第１項第 1 号から第 3 号までの各取引および



第 5 号については、この規定の定めによるほ

か、当行の当該各取引の規定により取扱いま

す。

３．（取扱店の範囲）

(1) 普通預金および貯蓄預金は、当店のほか当行国

内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻

し（当座貸越を利用した普通預金の払戻しを

含みます。）ができます。

(2) 新型期日指定定期預金、自由金利型定期預金

（Ｍ型）および変動金利定期預金の預入れは、

一口 10,000円以上（ただし、中間利息定期預

金によって作成されるこれらの預金の預入れ

の場合を除きます。）、自由金利型定期預金の

預入れは当行所定の金額以上とし、定期預金

の預入れ、解約または書替継続は当店のほか

当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。

４．（証券類の受入れ）

(1) 普通預金および貯蓄預金には、現金のほか、

手形、小切手、配当金領収証その他の証券で

直ちに取立のできるもの（以下、「証券類」

といいます）を受入れます。

(2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要

件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充

してください。当行は白地を補充する義務を

負いません。

(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要がある

ものはその手続を済ませてください。

(4) 手形・小切手を受入れるときは、複記のいか

んにかかわらず、所定の金額欄記載の金額に

よって取扱います。

(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合

には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてそ

の取立手数料をいただきます。

５．（振込金の受入れ）

(1) 普通預金および貯蓄預金には、為替による振

込金を受入れます。

(2) 普通預金および貯蓄預金への振込について、

振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤

発信による取消通知があった場合には、振込

金の入金記帳を取消します。

６．（受入証券類の決済、不渡り）

(1) 普通預金または貯蓄預金に証券類を受入れた

時は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過

後その決済を確認したうえでなければ、受入

れた証券額の金額にかかる預金の払戻しはで

きません。その払戻しができる予定の日は、

通帳の当該行の「お支払金額」欄に記載しま

す。

(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金

になりません。この場合は直ちにその通知を

届出の住所宛に発信するとともに、普通預金

についてはその全額を普通預金元帳から、貯

蓄預金についてはその全額を貯蓄預金元帳か

ら引落し、その証券類は当店で返却します。

(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼

を受けたものにかぎり、その証券類について

権利保全の手続をします。

７．（積立定期預金の預入れ）

自動振替の方法により積立定期預金に預入れ

る場合は、振替指定口座がこの取引の総合口

座普通預金口座で振替日に振替後の預金残高

が零未満になるときは、ご通知することなく、

その回の振替はいたしません。

８．（定期預金の自動継続）

(1) 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金

に自動的に継続します。ただし、新型期日指



定定期預金は、通帳記載の最長預入期限に新

型期日指定定期預金に自動的に継続します。

(2) 継続された預金についても前項と同様とします。

(3) 継続を停止するときは、満期日（継続をしたと

きはその満期日）までにその旨を当店に申出

てください。ただし、新型期日指定定期預金

については、最長預入期限（継続をしたとき

はその最長預入期限）までにその旨を当店に

申出てください。

９．（預金の払戻し等）

(1) 普通預金または貯蓄預金を払戻すときは、当

行所定の払戻請求書に届出の印章（または署

名・暗証）により、記名押印（または署名記

入・暗証入力）して通帳とともに提出してく

ださい。

(2) 定期預金の解約、書替継続、積立定期預金の全

部または一部の解約をするときは、当行所定

の払戻請求書に届出の印章（または署名）に

より記名押印（または署名記入）して、通帳

とともに提出してください。

(3) 定期預金については、当行がやむを得ないと認

める場合を除き、満期日前の解約はできませ

ん。

(4) 前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払

戻しを受けることについて正当な権限を有す

ることを確認するための本人確認書類の提示

等の手続を求めることがあります。この場

合、当行が必要と認めるときは、この確認が

できるまでは払戻しを行いません。

(5) 普通預金から各種料金等の自動支払いをする

ときは、あらかじめ当行所定の手続をしてく

ださい。

(6) 普通預金から同日に数件の支払いをする場合

に、その総額が払戻すことができる金額（当

座貸越を利用できる範囲内の金額を含みま

す）をこえるときは、そのいずれを支払うか

は当行の任意とします。

１０．（預金利息の支払い）

(1) 普通預金および貯蓄預金の利息は毎日の最終

残高（受入れた証券類の金額は決済されるま

でこの残高から除きます。）1,000 円以上につ

いて付利単位を普通預金は 100 円、貯蓄預金

は１円として毎年 2 月と８月の当行所定の日

に、店頭に掲示する毎日の利率によって計算

のうえこの預金に組入れます。ただし、利率

は金融情勢に応じて変更します。

(2) 定期預金の利息は，元金に組入れる場合および

中間払利息を中間利息定期とする場合を除き、

その利払日に普通預金に入金します。現金で

受取ることはできません。

１１．（当座貸越）

(1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの

請求または各種料金等の自動支払いの請求が

あった場合には、当行はこの取引の定期預金、

積立定期預金を担保に不足額を当座貸越とし

て自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払

戻しまたは自動支払いします。

(2) 前項による当座貸越の限度額（以下「極度額」

といいます。）は定期預金、積立定期預金の

合計額の90％（1,000円未満は切捨てます。）

または 200 万円のうちいずれか少ない金額と

します。

(3) 第１項による貸越金の残高がある場合には、普

通預金に受入れまたは振込まれた資金（受入

れた証券類の金額は決済されるまでこの資金

から除きます。）は貸越金残高に達するまで

自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利

率に差異がある場合には、後記第 11条第１項

の貸越利率の高い順にその返済にあてます。



１２．（貸越金の担保）

(1) この取引に定期預金、積立定期預金があるとき

は、次により貸越金の担保とします。この取

引の定期預金、積立定期預金には、その合計

額について 200 万円を限度に貸越金の担保と

して質権を設定します。

(2) この取引に定期預金、積立定期預金があるとき

は、後記第 13条第 1項第 1号の貸越利率の低

いものから順次担保とします。なお、貸越利

率が同一の定期預金、積立定期預金が数口あ

る場合には、預入日（継続した時はその継続

日）の早い順序に従い担保とします。

(3)①貸越金の担保となっている定期預金および積

立定期預金について解約または（仮）差押

があった場合には、前条第 2項により算出さ

れる金額については、解約された預金の金

額または（仮）差押にかかる預金の全額を

除外することとし、前各項と同様の方法に

より貸越金の担保とします。

②前号の場合、貸越金が新極度額をこえるこ

ととなるときは、直ちに新極度額をこえる

金額を支払ってください。

１３．（貸越金利息等）

(1)①貸越金の利息は、付利単位を１００円とし、

毎年２月と８月の当行所定の日に、１年を

３６５日として日割計算のうえ普通預金か

ら引落しまたは貸越元金に組入れます。こ

の場合の貸越利率は、次のとおりとします。

Ａ新型期日指定定期預金および明細が新型期日

指定定期預金の積立定期預金を貸越金の担

保とする場合その新型期日指定定期預金ご

とにその「２年以上」の利率に年０．５％

を加えた利率

Ｂ自由金利型定期預金（M型）および明細が自

由金利型定期預金（M 型）の積立定期預金

を貸越金の担保とする場合その自由金利型

定期預金（Ｍ型）ごとにその約定利率

に年０．５％を加えた利率

Ｃ 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場

合その自由金利型定期預金ごとにその約定

利率に年０．５％を加えた利率

Ｄ 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合

その変動金利定期預金ごとにその約定利率

に年０．５％を加えた利率

②前号の組入れにより極度額を超える場合には、

当行からの請求がありしだい直ちに限度

額をこえる金額を支払ってください。

③この取引の定期預金および積立定期預金の

全額の解約により、定期預金および積立定

期預金のいずれの残高も零となった場合に

は、第１号にかかわらず貸越金の利息を同

時に支払ってください。

(2) 貸越利率については、金融情勢の変化により

変更することがあります。この場合の新利

率の適用は当行が定めた日からとします。

(3) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損

害金の割合は、年 14％（年 365 日の日割計

算）とします。

14．（届出事項の変更、通帳の再発行等）

(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名

称、住所その他の届出事項に変更があった

時は、直ちに書面によって当店に届出てく

ださい。

(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の

変更前に生じた損害については、当行に過

失がある場合を除き、当行は責任を負いま

せん。

(3) 通帳または印章を失った場合の普通預金およ

び貯蓄預金の払戻し、解約、定期預金、積

立定期預金の元利金の支払い、または通帳



の再発行は、当行所定の手続をした後に行

います。この場合、相当の期間を置き、ま

た、保証人を求めることがあります。

15．（成年後見人等の届け出）

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見

が開始された場合には、直ちに成年後見人

等の氏名その他必要な事項を書面によって

お届けください。預金者の成年後見人等に

ついて、家庭裁判所の審判により、補助・

保佐・後見が開始された場合も同様にお届

けください。

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の

選任がされた場合には、直ちに任意後見人

の氏名その他必要な事項を書面によってお

届けください。

(3) 既に補助・保佐・後見開始の審判を受けてい

る場合、または任意後見監督人の選任がさ

れている場合にも、前２項と同様にお届け

ください。

(4) 前３項の届出事項に取消または変更等が生じ

た場合にも同様にお届けください。

(5) 前４項の届け出の前に行われた取引の効果は

本人に帰属するものとし、それによって生

じた損害については、当行は責任を負いま

せん。

16．（印鑑照合等）

 この取引において払戻請求書、諸届その他の書

類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑

(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、

相違ないものと認めて取扱いましたうえは、そ

れらの書類につき偽造、変造その他の事故があ

ってもそのために生じた損害については、当行

は責任を負いません。

なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行

われた不正な払戻しの額に相当する金額につい

て、次条により補てんを請求することができま

す。

17．（盗難通帳による払戻し等）

(1) 預金者が個人の場合は、盗取された通帳を

用いて行われた不正な払戻しまたは解約

（以下、本条において「当該払戻し」とい

います）については、次の各号のすべてに

該当する場合、預金者は当行に対して当該

払戻しの額およびこれにかかる手数料・利

息に相当する金額の補てんを請求すること

が出来ます。

① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、

当行への通知が行われていること

② 当行の調査に対し、預金者より十分な説

明が行われていること

③ 当行に対し、警察署に被害届を提出して

いること、その他の盗難にあったことが

推測される事実を確認できるものを示し

ていること

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが

預金者の故意による場合を除き、当行は、

当行へ通知が行われた日の 30 日（ただ

し、当行に通知することができないやむを

得ない事情があることを預金者が証明した

場合は、30 日にその事情が継続している

期間を加えた日数とします）前の日以降に

なされた払戻しの額およびこれにかかる手

数料・利息に相当する金額（以下、 

「補てん対象額」

といいます）を前条本文にかかわらず補て

んするものとします。

ただし、当該払戻しが行われたことについ

て、当行が善意無過失であることおよび預

金者に過失（重過失を除きます）があるこ



とを当行が証明した場合には、当行は補て

ん対象額の４分の３に相当する金額を補て

んするものとします。

(3) 前２項の規定は、第１項にかかる当行への

通知が、この通帳が盗取された日（通帳が

盗取された日が明らかでないときは、盗取

された通帳を用いて行われた不正な預金払

戻しが最初に行われた日）から、2 年を経

過する日後に行われた場合には適用されな

いものとします。

(4) 前２項の規定にかかわらず、次のいずれか

に該当することを当行が証明した場合に

は、当行は補てんしません。

① 当該払戻しが行われたことについて当行

が善意かつ無過失であり、かつ、次のい

ずれかに該当すること

A．当該払戻しが預金者の重大な過失によ

り行われたこと

B．預金者の配偶者、二親等内の親族、同

居の親族その他の同居人、または家事

使用人によって行われたこと

C．預金者が、被害状況についての当行に

対する説明において、重要な事項につ

いて偽りの説明をおこなったこと

② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著し

い社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付

随して行われたこと

(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを

行っている場合には、この払戻しを行った

額の限度において、第１項にもとづく補て

んの請求には応じることができません。ま

た、預金者が当該払戻しを受けた者から損

害賠償または不当利得返還を受けた場合

も、その受けた限度において同様としま

す。

(6) 当行が第２項の規定にもとづき補てんを行

った場合に、当該補てんを行った金額の限

度において、当該預金にかかる払戻請求権

は消滅します。

(7) 当行が第２項の規定により補てんを行った

ときは、当行は、当該補てんを行った金額

の限度において、盗取された通帳により不

正な払戻しを受けた者その他の第三者に対

して預金者が有する損害賠償請求権または

不当利得返還請求権を取得するものとしま

す。

18．（即時支払）

(1) 次の各号の一つにでも該当した場合に貸越元

利金等があるときは、当行からの請求がな

くても、それらを支払ってください。

① 支払いの停止または破産手続開始、民事再

生手続開始の申立があったとき

② 相続の開始があったとき

③第 13 条第 1 項第 2 号により極度額をこえた

まま６ヵ月を経過したとき

④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行に

おいて所在が明らかでなくなったとき

(2) 次の場合に貸越元利金等があるときは、当行

からの請求がありしだい、それらを支払っ

てください。

① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れてい

るとき

② その他債権の保全を必要とする相当の事由が

生じたとき

19．（譲渡、質入れ等の禁止）

(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引

にかかるいっさいの権利および通帳は、譲

渡、質入れその他第三者の権利を設定する

こと、または第三者に利用させることはで

きません。



(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承

諾する場合には、当行所定の書式により行

います。

20．（取引の制限等）

(1) 当行は、預金者の情報及び具体的な取引の内

容等を適切に把握するため、提出期限を指

定して各種確認や資料の提出を求めること

があります。預金者から正当な理由なく指

定した期限までに回答頂けない場合には、

入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一

部を制限する場合があります。

(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者

は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在

留期間を保持している旨を当行所定の方法

により届け出るものとします。当該預金者

が当行に届け出た在留期間が超過した場

合、払戻し等の預金取引の一部を制限する

ことができるものとします。

(3) 前２項の各種確認や資料の提出の求めに対す

る預金者の回答、具体的な取引の内容、預

金者の説明内容およびその他の事情を考慮

して、当行がマネー・ローンダリング、テ

ロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令へ

の抵触のおそれがあると判断した場合には、

入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の

一部を制限する場合があります。

(4) 1 年以上利用のない預金口座は、払戻し等の

預金取引の一部を制限する場合があります。

(5) 前４項に定めるいずれの取引の制限について

も、預金者からの説明等にもとづき、マネ

ー・ローンダリング、テロ資金供与、また

は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが

合理的に解消されたと当行が認める場合、

当行は当該取引の制限を解除します。

21．（解約等）

(1) 普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参

のうえ、当店ほか当行国内本支店のいずれか

の店舗に申出てください。この場合、この取

引は終了するものとし、貸越元利金等がある

ときはそれらを支払ってください。なお、通

帳に定期預金または積立定期預金、または貯

蓄預金の記載がある場合で、定期預金または

積立定期預金、または貯蓄預金の残高がある

ときは、別途に定期預金の証書（通帳）また

は積立定期預金の通帳、または貯蓄預金の通

帳を発行します。

(2) 第 18 条各項の事由があるときは、当行はいつ

でも貸越を中止しまたは貸越取引を解約でき

るものとします。

(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行

はこの預金取引を停止し、または預金者に通

知することによりこの預金口座を解約するこ

とができるものとします。なお、通知により

解約する場合、到達のいかんにかかわらず、

当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所

にあてて発信した時に解約されたものとしま

す。

① この預金口座の名義人が存在しないことが

明らかになった場合または預金口座の名義

人の意思によらずに開設されたことが明ら

かになった場合

② この預金の預金者が第 19 条第 1 項に違反し

た場合

③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に

利用され、またはそのおそれがあると認めら

れる場合

④ 法令で定める本人確認等における確認事

項、および第 20 条第１項で定める当行の求

めに対する預金者からの各種回答や提出され

た資料が偽りである場合



⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ

資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取

引に利用され、またはそのおそれがあると合

理的に認められる場合

⑥ 第 20 条第１項から第 4 項に定める取引等の

制限に係る事象が 1 年以上に亘って解消され

ない場合

⑦ 第 1 号から第 5 号の疑いがあるにも関らず、

正当な理由なく当行からの確認に応じない場合

(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預

金者との取引を継続することが不適切である

場合には、当行はこの預金取引を停止し、ま

たは預金者に通知することによりこの預金口

座を解約することができるものとします。こ

の取引を解約した場合において、貸越元利金

等があるときはそれらを支払ってください。

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約

に関して虚偽の申告をしたことが判明した場

合

② 預金者が暴力団、暴力団員、暴力団員でな

くなった時から 5 年を経過しない者、暴力団

準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会

運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団

等、その他これらに準ずる者（以下、これら

を「暴力団員等」という。）に該当し、また

は、次の各号のいずれかに該当することが判

明した場合

A．暴力団員等が経営を支配していると認

められる関係を有すること

B．暴力団員等が経営に実質的に関与して

いると認められる関係を有すること

C．自己、自社もしくは第三者の不正の利

益を図る目的または第三者に損害を加

える目的をもってするなど、不当に暴

力団員等を利用していると認められる

関係を有すること

D．暴力団員等に対して資金等を提供し、

または便宜を供与するなどの関与をし

ていると認められる関係を有すること

E．役員または経営に実質的に関与してい

る者が、暴力団員等と社会的に非難さ

れるべき関係を有すること

③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次

の各号に該当

する行為をした場合

A．暴力的な要求行為

B．法的な責任を超えた不当な要求行為

C．取引に関して、脅迫的な言動をし、ま

たは暴力を用いる行為

D．風説を流布し、偽計を用いまたは威力

を用いて当行の信用を棄損し、または

当行の業務を妨害する行為

E．その他前各号に準ずる行為

(5) この預金が、当行が別途表示する一定の期間

預金者による利用がない場合には、当行はこ

の預金取引を停止し、または預金者に通知な

どすることによりこの預金口座を解約するこ

とができるものとします。また、法令に基づ

く場合にも同様にできるものとします。

(6) 前４項により、この預金口座が解約され残高

がある場合、またはこの預金取引が停止され

その解除を求める場合には、通帳および届出

印を持参のうえ、当店に申出てください。こ

の場合、当行は相当の期間をおき、必要な書

類等の提出または保証人を求めることがあり

ます。

22．（差引計算等）

(1) この取引による債務を履行しなければならな

い場合には,当行は次のとおり取扱うことが

できるものとします。

① この取引の定期預金および積立定期預金につ



いては、その満期日前でも貸越元利金等と相

殺できるものとします。

また、相殺できる場合は事前の通知および

所定の手続を

省略し、この取引の定期預金および積立定期預

金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてるこ

ともできるものとします。

②前号により、なお残りの債務がある場合には

直ちに支払ってください。

(2) 前項によって差引計算をする場合、債権債務の

利息および損害金の計算については、その期

間を計算実行の日までとし、定期預金および

積立定期預金の利率はその約定利率とします。

23．通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知ま

たは送付書類を発送した場合には、延着しまた

は到着しなかったときでも通常到達すべき時に

到達したものとみなします。

24．（保険事故発生時における預金者からの相殺）

(1) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行

に預金保険法の定める保険事故が生じた場

合には、当行に対する借入金等の債務と相

殺する場合に限り当該相殺額について期限

が到来したものとして、相殺することがで

きます。なお、この預金が第12条第１項に

より貸越金の担保となっている場合にも同

様の取扱いとします。

(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによ

るものとします。

①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入

金等の債務がある場合には充当の順序方法

を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届

出の印章により記名押印して、通帳

とともに直ちに当行へ提出してください。

ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえ

ることとなるときは、新極度額をこえる金額

を優先して貸越金に充当することとします。

② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指

定する順序方法により充当いたします。

③ 第１号による指定により、債権保全上支障が

生じるおそれがある場合には、当行は遅

滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等

を考慮して、順序方法を指定することが

できるものとします。

(3) 第１項により相殺する場合の利息等については、

次のとおりとします。

① 定期預金の利息の計算については、その期間

を相殺通知が当行に到達した日の前日ま

でとして、利率は約定利率を適用するも

のとします。

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金

等の計算については、その期間を相殺通

知が当行に到達した日までとして、利率、

料率は当行の定めによるものとします。

また、借入金等を期限前弁済することに

より発生する損害金等の取扱いについて

は当行が負担するものとします。

(4) 第１項により相殺する場合の外国為替相場につ

いては当行の計算実行時の相場を適用するも

のとします。

(5) 第１項により相殺する場合において借入金の期

限前弁済等の手続きについて別の定めがある

ときには、その定めによるものとします。た

だし、借入金の期限前弁済等について当行の

承諾を要する等の制限がある場合においても

相殺することができるものとします。

25．（準拠法、裁判管轄）

(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。

(2) この預金取引について訴訟の必要が生じた場合



には、当行本店または取引店の所在地を管轄

する裁判所を管轄裁判所とします。

26．（規定の変更）

この預金規定は、法令の変更または監督官庁の

指示、その他必要が生じたときに、改定される

ことがあります。改定を行う旨および改定後の

規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発

生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネ

ットまたはその他相当の方法により周知します。

以上

（2020 年 4 月 1 日現在）

道銀ダイレクトサービスご利用規定

第１章 総則・共通事項

第１条 定義

道銀ダイレクトサービス（以下「本サー

ビス」といいます）とは契約者ご本人（以

下「契約者」といいます）が当行所定の電

話機やパーソナルコンピューター、モバイ

ル機器等（以下「端末機」といいます）を

通じて電話やインターネットなどにより当

行に取引の依頼を行い、当行がその手続き

を行うサービスをいいます。

第２条 本サービスの利用

１．本サービスの契約者は本利用規定の

内容を充分に理解した上で自らの判断と責

任において、第３条で定めるサービス（以

下「内訳サービス」といいます）を利用す

るものとします。

 ２.契約者がパーソナルコンピューター

等の端末機により、インターネッ

トを利用して各種取引を依頼する

ことができるサービスとします。

利用できる端末機は当行の指定す

るデータの送受信が可能な端末で、

当行所定のＯＳ・ブラウザを備え

た端末とします。

第３条 内訳サービスの内容

１．利用可能なサービスは以下のとおり

です。尚、サービスの種類について

は、当行が契約者に通知することな

く変更することがあります。

①振替取引

②振込取引

③税金・各種料金払込（ペイジー）

④定期預金・積立定期預金取引、定

期預金・積立定期預金口座開設

⑤住所変更

⑥公共料金口座振替申込

⑦残高照会・入出金明細照会

⑧投資信託の募集、購入、解約、買

取の処理、定時定額取引、投資信

託口座の新規開設

⑨投資信託の照会、電子目論見書閲

覧、ダウンロード

（⑧、⑨を合せて「投信取引」とい

います）

⑩外貨普通預金・外貨定期預金の口

座開設、預入、払出、残高照会

⑪債券口座の開設、個人向け国債の

購入、売却、保有銘柄照会

⑫カードローンの借入、返済、残高

照会、取引明細照会

⑬住宅ローンの一部繰上返済（期間

据置または期間短縮）、金利種類



（固定金利選択型住宅ローン、変

動金利型住宅ローンの場合）の変

更がお申込いただけます。

⑭普通預金（総合口座定期預金を含

む）の道銀Web専用口座［スマー

トＬｅａｆ]への切替

第４条 サービスの申込・利用手続き等

１．本サービス利用申込のできる方

当行に普通預金口座をお持ちの個人の

方がご利用になれます。

２．本サービスは、申込者が、現在、暴

力団、暴力団員、暴力団員でなくな

った時から５年を経過しない者、暴

力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋等、社会運動等標ぼうゴロまた

は特殊知能暴力集団等、その他これ

らに準ずる者（以下これらを「暴力

団員等」といいます）に該当しない

こと、および次の各号のいずれにも

該当しない場合に利用することがで

き、該当する場合には、当行は本サ

ービスの申込みをお断りするものと

します。 

(1)暴力団員等が経営を支配している

と認められる関係を有すること 

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与

していると認められる関係を有す

ること 

(3)自己、自社もしくは第三者の不正

の利益を図る目的または第三者に

損害を加える目的をもってするな 

ど、不当に暴力団員等を利用して

いると認められる関係を有するこ

と 

(4)暴力団員等に対して資金等を提供

し、または便宜を供与するなどの

関与をしていると認められる関係

を有すること 

(5)役員または経営に実質的に関与し

ている者が暴力団員等と社会的に非

難されるべき関係を有すること 

  ３．申込者が自らまたは第三者を利用し

て次の各号の一に該当する行為をし

た場合、当行は本サービスの申込み

をお断りするものとします。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行 

為 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、

または暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは

威力を用いて当行の信用を毀損し、ま

たは当行の業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 

４．本サービスの利用手続き

(1) 本サービスの申込により、契約者

は全ての内訳サービスを利用できる

ものとします。

ただし振込および税金・各種料金払

込（ペイジー）のご利用に際しては

前もって利用の要否を当行所定の方

式で届出いただくもとします。また

ご利用にあたってはワンタイムパス

ワードのご利用が必要となります。

(2) 本サービスの利用にあたって契約

者は、当行所定の手続きにより端末

機を操作し、または応答することと

します。

(3) 内訳サービスの利用手続き等は本

章、第２章にて定め、第 3章にて内訳



サービスの詳細を定めるものとしま

す。

５．取引日・取引時間

本サービスの取引日・取引時間は、当

行が別途定めるものとし、内訳サービス

によって異なります。また、当行は内訳

サービスの取引日・取引時間を契約者に

通知することなく変更することができる

ものとします。

第５条 サービス利用口座の届け出

１．サービス利用口座の登録

  契約者は、本サービスで利用する預金

口座（以下「サービス利用口座」といい

ます）を道銀ダイレクトサービス申込書

兼手数料引落依頼書および当行の指定す

る書面（以下「申込書」といいます）ま

たは当行所定の方法により届け出ること

とします。ただし、サービス利用口座と

して登録できる預金科目・種類は当行が

指定するものに限定します。また、サー

ビス利用口座は、その用途により、振替

指定口座、定期預金・積立定期預金指定

口座、支払指定口座、入金指定口座、投

資信託口座（以下「投信口座」といいま

す）、投資信託指定預金口座（以下「投

信指定預金口座」といいます）外貨預金

（普通・定期）口座、債券口座、カード

ローン口座と称することとします。

２．振替指定口座

振替で利用する口座（以下｢振替指定

口座｣といいます）は事前に申込書また

は当行所定の方法にて届け出ることとし

ます。この場合、代表口座として普通預

金口座（総合口座、無利息普通預金を含

みます）を必ず１口座指定するものとし

ます。

振替指定口座は代表口座と名義および

住所が同一の口座に限るものとし振替指

定口座として登録できる預金の口数およ

び種類は当行が定めるものとします。振

替指定口座は資金の移動を伴う取引にお

いて資金の支払口座（以下「支払指定口

座」という）にも入金口座（以下「入金

指定口座」という）にもなるものとしま

す。

３．定期預金・積立定期預金指定口座

定期預金・積立定期預金取引サービス

で利用する口座（以下「定期預金指定口

座」「積立定期預金指定口座」という）

は事前に当行所定の書面により届け出る

こととします。定期預金指定口座・積立

定期預金指定口座は代表口座と名義、住

所が同一の口座に限るものとし、預金の

口数および種類は当行が定めることとし

ます。

４．支払指定口座

支払指定口座は契約者が取引の都度指

定するものとします。総合口座やカード

ローンの当座貸越が利用できる取引の場

合、支払指定口座の支払可能残高には当

座貸越が利用できる金額を含むものとし

ます。（ただし、定期・積立定期預金、

外貨普通・定期預金へのお振替、投信取

引、また、債券取引では、カードローン

の当座貸越および総合口座貸越はご利用

できません。）支払指定口座からの資金

の引落しについては、各種預金規定、各



種当座貸越約定等にかかわらず通帳、払

戻請求書、カードおよび小切手または借

入請求書の提出は不要とします。

５．入金指定口座

入金指定口座は契約者が取引の都度指

定するものとします。

６．投信口座、投信指定預金口座

投信指定預金口座は代表口座または振

替指定口座として届け出されていること

とします。

利用できる投信口座は投信指定預金口

座により指定されるものとします。

 ７．外貨預金口座

  外貨取引を利用する場合、外貨指定預

金口座を当行所定の方法で届け出ることと

します。外貨取引では

 外貨指定預金口座が入金指定口座となり

ます。また、外貨指定預金口座は振替指定

口座として届出されて

いることとします。

８．債券口座、債券指定預金口座

  債券取引を利用する場合、債券口座、

債券指定預金口座を当行所定の方法で

届け出ることとします。債券

取引では代表口座が利金償還金振込先口

座となります。また、債券指定預金口

座は振替指定口座として届出

されていることとします。

９．カードローン口座

  カードローン取引を利用する場合、カ

ードローン指定返済口座を当行所定の方

法で届け出ることとします。カードロー

ン取引ではカードローン指定返済口座が

振替指定口座となります。また、カード

ローン指定返済口座は振替指定口座とし

て届出されていることとします。

第６条 利用手数料

１．本サービスの利用にあたっては当行

所定の利用手数料をいただきます。こ

の手数料は各内訳サービスの実際の利

用の有無にかかわらず、お支払いいた

だきます。

２．利用手数料は、当行の普通預金規

定・総合口座取引規定の定めにかかわ

らず、通帳・払戻請求書・カードの提

出なしに、代表口座から当行所定の日

に引き落とします。

３．前項により利用手数料を代表口座か

ら引き落とした後に本サービスを解約

した場合、その利用手数料は返却しま

せん。また、当行はこの利用手数料を

契約者に事前に通知することなく変更

する場合があります。

第７条  契約者の本人確認

１．確認用パスワードの交付方法

(1) 当行は、本サービスの申込により、

初回登録の際に一度限り使用する確

認用パスワード(以下、「初回確認用

パスワード」といいます)を記載し

た「道銀ダイレクトサービス初回登

録用パスワードのご案内」（以下

「パスワードのご案内」といいます）

を契約者の届け出住所あてに当行所



定の方法で郵送、またはサービスの

新規申込時に限り、店頭で契約者に

対し「確認用パスワードのお知らせ」

を直接交付します。

(2) 届け出住所宛に当行所定の郵送方

式で郵送したパスワードのご案内が

契約者に届かず返送されたときおよ

び到着した「パスワードのご案内」

を紛失した場合は、申込みがなかっ

たこととし、後刻、再度申込を行う

ものとします。

２．「初回ログインパスワード」の届け

出

  契約者は本サービスの利用に際して、

「初回ログインパスワード(4 桁の数字)」
を事前に当行に届け出るものとします。

なお、生年月日・自宅電話番号等第三者

が容易に類推することのできる初回ログ

インパスワードについてはお取り扱いで

きない場合があります。初回ログインパ

スワードは初回登録の際にのみ使用しま

す。また、契約者が初回ログインパスワ

ードを失念した場合は、当行所定の方法

により再度届出するものとします。

３．仮パスワードの使用

  当行は本サービスの利用申込を行った

契約者に対して、利用のために本条第１

項の方法により、当行で指定した初回確

認用パスワードを交付します。契約者は

本サービスを利用する際、初回ログイン

パスワード、初回確認用パスワード（こ

れらを「仮パスワード」といいます）を

使用し、契約者本人のログインネーム、

ログインパスワードおよび確認用パスワ

ードを作成することとします。なお、契

約者は本サービスの安全性を確保するた

め、当行所定の方法によりこれらを変更

することができます。

 ４．ワンタイムパスワードの利用

(1) ワンタイムパスワードの内容

契約者は、当行が契約者に交付する

機器あるいはスマートフォンを通じ

て契約者に提供するブラウザ上のア

プリ（パスワードを生成し表示する

装置、以下「トークン」といいます）

により生成され表示された、一度限

り有効な可変的なパスワード（以下

「ワンタイムパスワード」といいま

す）による本人確認手続きを利用で

きます。

ワンタイムパスワードの申込手続き、

利用方法等は、第２９条の定めによ

ることとします。

(2) トークンの種類

ワンタイムパスワードを利用するた

めには、トークンの発行が必要とな

ります。トークンには「ソフトウェ

アトークン」と「ハードウェアトー

クン」の２つの方式があり、いずれ

かを選択していただくものとします。

①ソフトウェアトークン

スマートフォンのアプリ機能を利用

する方式で、契約者はワンタイムパ

スワードアプリ機能をスマートフォ

ンにダウンロードし、所定の方法に

よりワンタイムパスワードを表示さ

せ使用します。

②ハードウェアトークン

専用のワンタイムパスワード生成機

（トークン）を利用する方式で、契

約者はトークンに基づき所定の方法



によりワンタイムパスワードを表示

させ使用します。

５．本人確認手続き

(1)当行所定の方法により、契約者がパ

スワード等（仮パスワード、ログ

インネーム、ログインパスワード

および確認用パスワード、ワンタ

イムパスワード、合言葉認証を総

称して「パスワード等」と称しま

す）を端末機の操作により送信し、

当行が保有しているパスワード等

とそれぞれ一致した場合、当行は

それを契約者本人からの有効な意

思による申込であること並びに受

信した処理依頼内容が真正なもの

であることを確認できたものとし

て取り扱います。

(2)スマートフォンからサービスを利用

する場合に限り、次項 6 に定める

生体認証機能をログイン時に利用

することができます。

(3) 当行が必要と定める取引について

は次項 7 に定める届出電話番号認

証による本人確認を行います。

６．生体認証機能による本人確認

(1)生体認証機能によるログイン時の

本人確認は、後記第 29条第 3項（2）
に定める方法により、契約者が予

め契約者の端末に登録された生体

情報（以下「登録生体情報」とい

います）を利用する操作を行うこ

とで、当行は契約者からの真正な

ログインの依頼とみなします。

(2)生体認証機能で利用できる生体情報

の認証方式には指紋認証と顔認証が

あります。ただし、生体認証機能は、

契約者の端末がそれら生体情報の認

証方式に対応している場合にのみ用

いることができます。また、契約者

の端末が生体認証機能に対応してい

る機種であっても、当該端末の制約

により、生体認証機能をご利用でき

ない場合があります。

(3)生体認証機能は、契約者の端末に

インストールしたワンタイムパス

ワードアプリを所定の手続きにて

設定することで利用できます。

(4)生体認証によるログインは、契約

者の端末に予め登録された生体情

報（以下「登録生体情報」といい

ます）と、ログイン時に都度入力

された生体情報との照合の確実性

を保証するものではありません。

(5)登録生体情報は契約者の端末内で管

理しているため、当行は登録生体情

報を取得せず、登録生体情報の管理

責任を負いません。登録生体情報お

よびその保存された端末は、制約者

が契約者自身の責任において厳重に

管理するものとします。

(6)登録生体情報の偽造、変造、盗用も

しくは不正使用、または端末の盗用、

使用上の過誤、第三者の使用もしく

は不正アクセス等により契約者に生

じた損害について、当行は、当行に

責めがある場合を除き、一切責任を

負いません。

(7)生体認証の端末への登録後、端末の

設定その他のご利用環境の変更（契

約者の生体情報の変化等を含みます）



やワンタイムパスワードアプリのア

ップデート等により生体認証機能が

がご利用できなくなる場合がありま

す。この場合契約者の端末への生体

認証情報の再登録や、再度ワンタイ

ムパスワードアプリにて生体認証機

能の利用設定が必要となる場合があ

ります。ただし再登録後の生体認証

機能の利用を保証するものではあり

ません。

(8)生体認証の照合が規定回数失敗する

とロックがかかり、生体認証機能が

利用できなくなります。ロックの解

除方法は端末によって異なります。

(9)生体認証機能の利用の停止を希望す

る場合には、契約者はワンタイムパ

スワードアプリ所定の手続きに従っ

て生体認証機能を解除してください。

(10)当行は、当行所定の方法により事

前に告知することでいつでも生体認

証機能の提供を廃止することができ

るものとします。当行が生体認証機

能の提供を廃止した場合、契約者は、

生体認証機能の利用ができなくなり

ます。この場合、当行は生体認証機

能の提供を廃止したことにより契約

者に損害等が発生しても、当行に責

めがある場合を除き、当行は一切責

任を負いません。

(11)当行は、生体認証機能が不正利用

される恐れが生じた、または不正利

用されたと認めるときは、当該契約

者に対する本サービスの利用停止の

措置その他当行所定の措置をとるこ

とができるものとします。当行が本

サービスの利用を停止した場合、契

約者は本サービスの利用ができなく

なります。この場合、当行は、当行

が本サービスの提供をすることが適

切であると合理的に判断するまでの

間、本サービスの利用停止を継続す

ることができるものとします。当行

が本サービスの利用停止その他当行

所定の措置をとったことにより契約

者に損害が発生しても、当行に責め

がある場合を除き、当行は一切責任

を負いません。

７．届出電話番号認証機能による本人確認

(1)届出電話番号認証による本人確認はダイ

レクトサービス操作画面上から必要な項

目をを入力し、銀行届出の電話番号から

画面上に表示される電話番号に対して実

際に電話をかけることにより当行は契約

者からの真正な依頼とみなします。

(2) 届出電話番号認証による本人確認は当

行が必要と定める取引について適用いた

します。 

第８条 パスワード等の管理

１．管理上の留意点

(1)パスワード等は契約者自身の責任に

おいて厳重に管理することとし、第

三者に開示しないこととします。な

お、当行職員が通知書をお預かりす

ることや、パスワード等についてお

尋ねすることはありません。また、

当行はそれらの照会に対して回答は

行いません。

(2)契約者はパスワード等を第三者に容

易に漏洩するような方法で保管また

は書き残さないこととします。



２．誤入力にともなうサービス利用停止

  契約者が事前に当行に届け出たパスワ

ード等と異なるものや、事前に当行が指

定した初回ログインパスワードや初回確

認用パスワードと異なるものを、当行所

定の回数以上連続して入力した場合、当

行は本サービスの利用を停止することと

します。

３．パスワード等の紛失・盗難時の対応

(1)契約者は本サービスにかかるパス

ワードのご案内を喪失した場合や

パスワード等が盗難された場合に

は、速やかに当行あて届け出てく

ださい。当行はこの届け出により、

本サービスの利用を停止すること

とします。この届け出を行わなか

ったことにより、契約者に損害・

不利益が発生したとしても、当行

はその賠償責任を負いません。

(2)パスワードのご案内の再発行

  当行所定の方法で届け出するもの

とします。これにより当行は従前

のパスワード等を抹消し新たな仮

パスワードを当行所定の方法によ

り通知することとします。

(3)パスワード等の再登録

契約者がパスワード等を失念した

場合、当行所定の方法により、書

面で再登録の依頼を届け出ること

とします。パスワード等の再登録

の操作は、当行の手続き完了後に

契約者自身で行うものとします。

４．緊急利用停止

  本サービスの契約者は本サービスの内

訳サービスの利用停止を第２８条１８項

に定める方法により行うことができます。

第９条 届出事項の変更等

１．変更届の提出

本サービス利用口座について、使用す

る印鑑、氏名、住所、電話番号その他の

届け出事項に変更があったときは、契約

者はすみやかに当行所定の書面によりサ

ービス利用口座取引店に届け出てくださ

い。

なお、届け出事項のうち住所等当行所

定の事項の変更については、端末機の操

作による契約者からの依 頼に基づき、

インターネットでのサービスによりその

届け出を受付します。その際当行は以下

の各条項の定めにより取り扱いします。

２．家庭裁判所の審判により、補助・保

佐・後見が開始された場合

家庭裁判所の審判により、補助・保

佐・後見の手続きが開始された場合は速

やかに届け出てください。この届け出の

前に生じた損害について当行は責任を負

いません。

３．変更の届け出がない場合の取扱

本条第１項に定める変更の届け出がな

いために当行からの送信、通知が不着と

なったり、当行が送付する書類の到達が

遅延し、または到達しなかった場合は、

通常到着すべきときに到達したものとみ

なします。この届け出がないために契約

者に損害、不利益が発生したとしても、

当行はその賠償責任を負いません。

第 10 条 サービスの解約等



１．当事者の都合による解約

本サービスは当事者の一方の都合によ

り相手方に通知することにより、いつで

も解約することができます。ただし、契

約者から当行に対する解約の通知は当行

所定の方法により届け出るものとします。

２．解約通知のみなし到達

当行が解約の通知を届け出住所あてに

通知した場合に、その通知が配達不能、

受領拒否その他の事由により契約者に到

達しなかったときは、通常到達すべき時

に到達したものとみなします。

３．サービスの停止

契約者に以下の事由がひとつでも生じ

たときは、当行はいつでも契約者に事前

の通知をすることなく本契約に基づく全

部または一部のサービスの提供を停止す

ることができることとします。

(1) 一年以上にわたり本サービスの利

用がない場合。

(2) 契約者が本利用規定の他、当行の

取引規定の各条項に違反したと当行

が認めた場合など、当行がサービス

停止を必要とする相当の事由が生じ

た場合。

４．強制解約

契約者に以下の事由がひとつでも生じ

たときは、当行は契約者に事前に通知す

ることなくサービスの解約をすることが

できることとします。

(1) 当行に支払うべき手数料などを延

滞したとき。

(2) 住所変更、Ｅ-ｍａｉｌアドレス

などの届出を怠るなど契約者の責に

帰すべき事由により当行で契約者の

所在が不明となったとき。

(3) 手形交換所の取引停止処分を受け

たとき。

(4)「支払の停止」または「破産・民事

再生手続開始、その他の法的整理開

始」の申し立てがあったとき。

(5) 本人死亡、または相続の開始があ

ったとき。

(6) 本条第３項「サービスの停止」に

該当したと当行が認め、解約が妥当

と判断したとき。

(7)  契約者が、暴力団、暴力団員、暴

力団員でなくなった時から５年を

経過しない者、暴力団準構成員、

暴力団関係企業、総会屋等、社会

運動等標ぼうゴロまたは特殊知能

暴力集団等、その他これらに準ず

る者（以下これらを「暴力団員等」

といいます）に該当し、または次

のいずれかに該当することが判明

したとき。 

① 暴力団員等が経営を支配してい

ると認められる関係を有すること 

② 暴力団員等が経営に実質的に関

与していると認められる関係を有

すること 

③自己、自社もしくは第三者の不正

の利益を図る目的または第三者に

損害を加える目的をもってするな

ど、不当に暴力団員等を利用して

いると認められる関係を有するこ

と 

④暴力団員等に対して資金等を提供

し、または便宜を供与するなどの



関与をしていると認められる関係

を有すること 

⑤役員または経営に実質的に関与し

ている者が暴力団員等と社会的に

非難されるべき関係を有するこ 

 と 

(8) 契約者は自らまたは第三者を利用

して次の各号のいずれかに該当する

行為をしたとき。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行     

  為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、

または暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは

威力を用いて当行の信用を毀損し、

または当行の業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

(9)サービスの利用を契約者の意思に

より停止し、その後一年以上、利用の

再開がされない場合。 

 ５．サービス利用口座の解約

(1) 代表口座を除くサービス利用口座

が解約された場合には、当該口座は

振替指定口座から削除されます。

(2) 代表口座が解約された場合には、

他のサービス利用口座の有無にかか

わらず、本サービスは全て解約され

ることとします。

第 11 条 取引店の変更

１．契約者の都合による変更

(1) 代表口座の取引店を変更する場合

は本サービスをいったん解約の上、

変更後の取引店の預金口座を代表口

座としてあらためて申し込みしなお

すこととします。

(2) 代表口座以外のサービス利用口座

の取引店を変更する場合、当該サー

ビス利用口座は本サービスの利用口

座から削除するものとします。なお、

サービス利用口座を削除する時点で

処理が完了していない取引のうち、

当該サービス利用口座を支払指定口

座または入金指定口座としているも

のについては、原則として全て取り

消しいたします。

２．当行の都合による変更

  店舗の統合等、当行の都合によりサー

ビス利用口座の取引店を変更する必要が

ある場合、原則として本契約の内容は契

約者の特別な手続きなしに当行が指定す

る新しい取引店に引き継がれることとし

ます。ただし、当行が契約者に連絡の上、

別途変更手続きをお願いする場合があり

ます。

第 12 条 免責事項

１．免責事項の内容

次の事項に起因して契約者に損害、不

利益が生じても、当行はその賠償責任を

負いません。

(1) 本人確認

当行が相当の注意をもって第７条第

５項および第６項に定める本人確認を

行い、処理を行ったにもかかわらず、

端末機、パスワード等について偽造、

変造、盗用、不正使用などにより事故

が発生した場合。



但し、損害の発生が盗難・盗用（以下

「盗難等」といいます）されたパスワ

ード等を用いて行われた不正な振込ま

たは税金各種料金払込サービス（以下

「不正な振込等」といいます）による

ものである場合、契約者は、第 13 条

による補てん請求を申し出ることがで

きるものとします。

(2) 通信手段の障害等

① 当行が相当の安全措置を講じた

にもかかわらず、電子機器、通信

機器、通信回線の障害ならびに電

話の不通等のやむを得ない事由に

より、本サービスの取り扱いが遅

延したり不能になったりした場合。

② 当行が契約者から取引中の依頼

を受付中である場合も含め、公衆

電話回線、専用電話回線、携帯電

話回線、インターネットなどの通

信経路において障害が発生し、本

サービスの取扱が遅延したり不能

になったりした場合。

(3) 通信経路における取引情報の漏洩

など

公衆電話回線、専用電話回線、携帯

電話回線、インターネットなどの通信

経路において盗聴、不正アクセス、コ

ンピューターウイルス等により契約者

のパスワード等、取引情報が第三者に

漏洩したことにより事故が発生した場

合。

(4) 郵送上の事故

当行が契約者に送付する通知書を契

約者の届け出住所あてに郵送する際、

郵送上の事故など当行の責めによらな

い事由により、第三者が契約情報を知

り得たことにより事故が発生した場合。

 (5) 印鑑照合

契約者が申込書等に押印した印影と

本サービス利用口座の届出印鑑を相当

の注意をもって照合し、相違ないもの

と認めて取り扱いをしたにもかかわら

ず、印章またはそれらの申込書等につ

き偽造、変造、盗用、または不正使用

その他の事故が発生した場合。

(6) 「ワンタイムパスワード」の取り

扱いにかかる免責事項は、本条のほか、

第２９条第９項の定めによることとし

ます。

(7) その他の事由

災害、事変、法令による制限、政府

または裁判所など公的機関の措置など

のやむを得ない事由により、本サービ

スの取扱が遅延したり不能になったり

した場合。

２．契約者の責任

  契約者は本サービスの利用にあたり、

契約者自身の責任において端末機を利用

し、端末機が正常に稼動し、通信が正常

に行われる環境を確保するものとします。

当行は本利用規定により端末機が正常に

稼動し、通信が正常に行われることを保

証するものではありません。端末機が正

常に稼動しない、または通信が正常に行

えない等の理由に起因して、本サービス

による取引が遅延し、成立せず、または

契約者の意思に反して成立した場合、そ

れにより契約者に損害・不利益が生じて

も、当行はその賠償責任を負いません。

第 13 条 不正な振込等による被害の補て



ん請求

 １．盗難・盗用されたパスワード等によ

り、本サービスを不正に利用され生じ

た不正な振込等による被害については、

契約者の責によらず生じ、かつ当行が

別に定める補償規定の所定の事項を満

たす場合、契約者は当行に対し当該不

正な振込等にかかる損害（取引金額、

手数料および利息）の額に相当する金

額の補てんを請求することができます。

 ２．当行は、契約者の請求が前項に定め

る内容であることを確認のうえ、当行

が別に定める補償規定に従い、当該取

引にかかる損害を補てんするものとし

ます。

第 14 条 サービスの追加・休止・廃止

１．サービスの追加

(1) 当行が契約者の利用申し込み後に

本サービスに追加する内訳サービス

については、契約者は新たな申し込

みを行うことなく自動的に利用でき

ることとします。ただし、当行が指

定する一部サービスについてはこの

限りではありません。

(2) 内訳サービスを追加した際、当行

は本利用規定を改定する場合があります。

２．サービスの休止

  当行は、システムの維持、安全性の確

保、その他必要な事由がある場合には、

当行の判断により本サービスの全部また

は一部を休止することができることとし

ます。この休止の時期および内容につい

ては、電子メール、当行ホームページへ

の掲載その他の方法により契約者あて通

知することとします。

３．サービスの廃止

(1) 本サービスで取り扱いする内訳サ

ービスについて、当行は契約者に事

前に通知することなく廃止する場合

があります。

(2) 内訳サービスを廃止した場合、当

行は本利用規定を改定する場合があります。

第 15 条 契約期間

本サービスの契約期間は申込日から申込

日の１年後の応答日の前日までとし、契約

者または当行から特に申し出のない限り、

契約期間満了日の翌日から１年間継続され

るものとします。継続後も同様とします。

第 16 条 規定の準用

本利用規定に定めのない項目については、

各サービス利用口座または各指定口座にか

かる当行各種規定により取扱います。

第 17 条 規定の変更

当行は本利用規定の内容を契約者に事前

に通知することなく変更することができる

ものとします。その場合、当行所定の方法

により書面または当行ホームページ上で変

更内容の通知を行うものとします。契約者

は、利用規定の変更日以降は変更後の規定

に従うものとします。なお、本利用規定の

変更により損害が生じたとしても、当行は

責任を負いません。

第 18 条 譲渡・質入の禁止

本サービスに基づく契約者の権利および

通知書や預金などは譲渡または質入するこ



とはできません。

第 19 条 準拠法・合意管轄

本契約の契約準拠法は日本国法とします。

本契約に関する訴訟については、札幌地方

裁判所を管轄裁判所とします。

第２章 取引依頼の受付・実行等

第 20 条 取引依頼の受付

１．取引依頼の方法

  契約者は第７条第５項に定める本人確

認手続き完了後、本サービスの利用に必

要な事項を当行所定の端末機の操作によ

り入力し、伝達することにより、取引を

依頼することとします。

２．依頼受付日と取引日

  当行は、前項により契約者の取引依頼

を受付した場合（当該日を以下「依頼受

付日」といいます）、依頼受付日以降の

当行所定の銀行営業日に依頼内容を処理

することとします（当該日を以下「取引

日」といいます）。取引日は各内訳サー

ビスにより異なります。

第 21 条 取引依頼の実行

１．受付内容の確認

  当行が取引依頼を受付した場合、各内

訳サービス所定の方法により、契約者あ

てに取引依頼内容の確認を求めることと

します。契約者は内容が正しい場合、各

内訳サービス所定の方法で確認した旨を

伝達（以下「確認操作」といいます）す

ることとします。

２．取引依頼内容の確定

  前項の確認操作が各内訳サービスで定

められた方法で行われた場合、取引依頼

内容が確定したこととし、当行は当行所

定の方法で依頼を受けた取引を行います。

３．依頼内容および取引結果の確認

  依頼内容および取引結果については、

当行所定の依頼内容確認方法、または預

金通帳等への記帳により契約者の責任に

おいて確認することとします。万一、依

頼内容・取引結果の確認ができなかった

場合、または確認した内容に不明な点が

もしくは相違がある場合等は、速やかに

その旨を当行ダイレクトバンキングセン

ターに連絡することとします。この連絡

がなかったことにより契約者に損害・不

利益が発生したとしても、当行はその賠

償責任を負いません。

第 22 条 取引の変更・撤回・取消

１．取引の変更、撤回

取引成立後の変更、撤回はできません。

万一やむをえない事情により変更、撤回

を行う場合には当行所定の方法に従うも

のとします。

２．取引の取消

次の事由により、当行において取引依

頼内容の処理を行えなかった場合、当行は

当該取引依頼がなかった（取引依頼が取り

消しされた）ものとして取り扱います。

(1) 取引の実行時点で取引金額（振込

手数料等を含む）が支払指定口

座の支払可能残高を超えるとき。

なお、複数の取引依頼がある場



合、処理順は当行任意とさせて

いただきます。

(2) １取引あたりの取引金額に制限が

ある場合でその限度額を超えるとき。

(3) １日当りの取引金額に取引制限が

ある場合でその限度額を超えるとき。

(4) 支払指定口座に支払停止の事由

（口座の解約・契約者からの支払停

止依頼・裁判所等公的機関の措置等）

があるとき。

(5) 入金指定口座に入金停止の事由

（口座の解約・契約者からの入金停

止依頼等）があるとき。

(6) 端末機、通信回線またはコンピュ

ーター等の障害、災害、事変により

取引ができないとき。

(7) 当行以外の金融機関の責に帰すべ

き事由により取引ができないとき。

３．契約者への通知

  本条第２項の定めにより取引の処理が

できなかった場合、当行は契約者届け出

のアドレスあて電子メールにより、また

はダイレクトバンキングセンターから契

約者届け出電話番号あてに電話により通

知することとします。

第 23 条 依頼内容・取引内容の記録

本サービスによる契約者からの依頼内容

および取引内容の記録はすべて当行のコン

ピューターに記録し、当行が定める期間保

存します。処理内容、取引内容等について

契約者と当行の間で疑義が生じたときは、

当行のコンピューターに記録された内容が

正当とみなし当行はこの記録内容にしたが

って処理します。

第３章  内訳サービスの詳細

第 24 条 利用開始方法

１．ログインネーム・パスワードの届け

出

 本サービスの利用にあたっては、「ロ

グインネーム」・「ログインパスワー

ド」・「確認用パスワード」が必要となり、

契約者は次の方法により当行に届け出る

こととします。

(1) 初回接続時は当行が指定する仮パ

スワード（「初回ログインパスワー

ド」「初回確認用パスワード」）によ

り契約者本人確認を行います。その

際には、道銀ダイレクトサービス申

込時に登録した初回ログインパスワ

ードと当行から通知された初回確認

用パスワードを使用します。

(2) 初回接続時に当行所定の文字及び

文字数で契約者任意の「ログインネ

ーム」を登録します。更に「初回ロ

グインパスワード｣｢初回確認用パス

ワード｣を当行所定の文字及び文字

数でそれぞれ契約者任意のパスワー

ドに変更登録し、「ログインネー

ム」・「ログインパスワード」・「確認

用パスワード」を届け出ることとし

ます。

２．電子メールアドレスの届け出（登録）

  契約者は前項のログインネーム・パス

ワードの届け出に続き、パソコン等の利

用画面上で契約者の電子メールアドレス

を当行あて届け出る（登録する）ことと

します。なお、契約者は電子メールアド



レスの届け出（登録）にあたり、次のこ

とに同意することとします。

(1) 本サービスの利用に関わる当行か

らの通知・確認手段として、この電

子メールアドレスのメールサービス

が利用されること。

(2) 契約者は、当行所定の取引通知を

行うための追加電子メールアドレス

（以下「第２メールアドレス」とい

います）を登録できます。

３．振込利用限度額の届出（登録）

  契約者は前項に続き、パソコン等の利

用画面上で「振込利用限度額」を当行所

定の上限金額の範囲内で、当行あて届け

出る（登録する）こととします。この届

出により、１振替指定口座の１日あたり

の「振込利用限度額」は届け出た取引限

度額（その金額が当行所定の上限金額を

超える場合は当行所定の上限金額）の範

囲内となります。

  なお、ここでいう「振込利用限度額」

は振込取引での予約扱い分も含めた契約

者が依頼日１日（午前０時から翌営業日

の午前０時まで）あたりに依頼できる取

引金額の範囲を指すものとします。

４．税金・各種料金払込（ペイジー）利

用限度額の届け出（登録）

  契約者は前項に続き、パソコン等の利

用画面上で「税金・各種料金払込（ペ

イジー）利用限度額」を当行所定の上

限金額の範囲内で、当行あて届け出る

（登録する）こととします。この届け

出により、１振替指定口座の１日あた

りの「税金、各種料金払込（ペイジー）

利用限度額」は届け出た取引限度額

（その金額が当行所定の上限金額を超

える場合は当行所定の上限金額）の範

囲内となります。

  なお、ここでいう「税金、各種料金払

込（ペイジー）利用限度額」は税金、

各種料金払込サービス取引で契約者が

依頼日１日（午前０時から翌営業日の

午前０時まで）あたりに依頼できる取

引金額の範囲を指すものとします。

第 25 条 パスワード等の変更・無効

１．パスワード等の変更

  契約者が当行あてに届け出た（登録し

た）「ログインネーム」「ログインパスワ

ード」「確認用パスワード」「電子メール

アドレス」および「振込利用限度額」は、

当行所定の方法により、パソコン等の利

用画面上において変更の登録を行うこと

により、随時変更を行うことができます。

２．パスワードの無効

本サービスの利用に際し、届け出（登

録）と異なるパスワード等を当行の定め

る回数以上連続して入力した場合、登録

のパスワード等は閉塞し使用できなくな

ります。この場合、本条第３項の「パス

ワード再登録」の手続きによる再登録手

続きを行うこととします。パスワード等

のうち、ワンタイムパスワードについて

は当行所定の方法により閉塞解除を行う

か、あらためてワンタイムパスワードの

利用開始を行うこととします。

３．ログインネーム、パスワード再登録

ログインネーム、ログインパスワード



および確認用パスワードを失念した場合

には、当行所定の方法でパスワード再登

録の手続きを行うこととします。パスワ

ード再登録の届け出を当行が受付後、契

約者自身が当行所定の手続きにしたがっ

てログインネーム、パスワードの再登録

を行うこととします。

第 26条 本人確認手続き
 本サービスにおける本人確認手続きは以

下のとおりとします。

(1) 契約者はパソコン等により、利用画
面上で「ログインネーム」および「ロ

グインパスワード」、「合言葉認証」が

要求された場合はその回答を正確に入

力し、送信することとします。

(2) 第２８条に定める残高照会・入出金
明細照会を利用する以外は、前号に定

める「ログインネーム」「ログインパ

スワード」のほか、「確認用パスワー

ド」を正確に入力し、送信することと

します。

(3)  ワンタイムパスワードを利用して
いる場合は、当行所定の取引において、

「ログインパスワード」、「確認用パス

ワード」に加え、「ワンタイムパスワ

ード」を入力し、送信することとしま

す。 

第 27条 取引依頼と受付
１．本サービスでの取引依頼

契約者は第２６条（１）に定める本人

確認手続き完了後、本サービスのサービ

スメニュー画面にログインすることがで

きます。契約者はログイン後に内訳サー

ビスの取引依頼内容を利用画面上で正確

に入力し、入力内容を確認したことを示

す前条２項に定める「確認用パスワード」

を入力し、送信することとします。なお、

ワンタイムパスワードを利用している場

合は、「ログインパスワード」、「確認用

パスワード」に加え、「ワンタイムパス

ワード」を入力し、送信することとしま

す。

２．取引依頼の受付

  当行は契約者から前項の方法により取

引依頼内容を受付した場合、契約者が届

け出た電子メールアドレスに取引依頼受

付確認のメールを送信することとします。

なお、第２８条第６項に定める残高照

会・入出金明細照会を利用する場合は、

受付確認の電子メールは送信されません。

  なお、本サービスでの取引では、第２

８条で特に指定するもの以外、取引日は

依頼受付の時刻により、当日または翌銀

行営業日となります。

第 28条 内訳サービスの内容
１．振替取引

(1) 振替指定口座の１口座を支払指定
口座として、入金指定口座への入金

を行う取引です。振替取引で利用で

きる預金種類は普通預金、貯蓄預金

とします。

(2) 振替取引は、原則当日とし、振替
金額は受付時に支払口座から引き落

としいたします。

２．振込取引

端末を用いた契約者からの振込依

頼に基づき、契約者が当行に届け出



済の支払指定口座より契約者の指定

する金額を引落しのうえ契約者の指

定する当行の本支店、または当行の

承認する金融機関の国内本支店の預

金口座宛に振込を行うことをいいま

す。この場合、指定できる支払指定

口座の預金種類は普通預金・貯蓄預

金とします。実施した振込は次回以

降、自動的に振込を行うよう登録す

ることが可能です（「らくらく自動

送金」といいます）。

(1) 振込依頼の方法
振込依頼は支払指定口座・振込指定

情報（銀行名、支店名、科目、口座番

号、受取人名）・振込金額を入力し、

続けて「確認用パスワード」およびワ

ンタイムパスワードを利用している場

合は、「ワンタイムパスワード」を入

力し、入力内容を当行宛送信して行う

ものとします。

(2) 口座確認機能について
   契約者は当行および当行所定の提携

金融機関あての振込依頼において、振

込入金口座が存在するかどうかを確認

するサービス（以下「口座確認機能」

といいます）を利用することができま

す。なお、口座確認機能の利用は当行

所定の利用時間内に限られるものとし

ます。また、振込以外の目的での利用

はできません。振込以外の目的での利

用と当行が判断した場合は、口座確認

機能を停止します。

(3) 振込金額の上限について
１支払口座につき 1 日に振込できる

金額は第２４条第３項で定める「振込

利用限度額」の範囲内とします。

(4) 振込代金と振込手数料の支払につ
いて

   振込代金と振込手数料は受付時に支

払指定口座から引き落としいたします。

(5) 振込日について
 当行所定の時限以前に契約者が振込

依頼を完了したものについては、当日また

は翌営業日に処理を行い

 ます。当日扱と翌営業日扱の受付時

限については、当行が別途決定することと

します。

(6) 振込依頼の確認
 当行が振込依頼を受信した場合、

振込代金引き落とし後に契約者届け出

のアドレスあて電子メールにて当行が

振込依頼を受付したことを通知します。

ただし、この場合、当行の受付の完了

が、振込先への入金処理完了を意味す

ることにはなりませんのでご留意くだ

さい。

(7) 振込依頼の取消
当行が振込依頼を受付した場合、振

込の取消を行うことはできません。こ

の場合は後記「組戻し」により取扱い

します。

(8) 振込内容の確認
振込手続きの照会では、振込依頼内

容が確認できます。

(9) 振込不能について
当行は受付時点で、契約者が指定し

た支払口座の残高が依頼金額に満たな

い場合は処理を行いません。（複数の

取引依頼がある場合処理順は当行任意

とさせていただきます。）また、契約

者の振込依頼に基づき、当行が処理し



たにもかかわらず、振込指定先へ入金

できなかった場合、または振込処理不

能となったものについて、当行は契約

者に確認することなく、振込依頼がな

かったものとして、契約者が指定した

支払指定口座に資金を返却します。こ

の場合でも振込手数料は返却いたしま

せん。

(10) 組戻し
① 当行が受付した振込について、

当行がやむをえないものと認めた

場合に組戻しを受付します。この

場合、支払指定口座のある当行本

支店にて所定の方法により取扱い

ます。電話・電子メール・インタ

ーネットでの組戻しの手続きはで

きません。

② 当行は契約者からの依頼に基づ

き、組戻し依頼の発信を振込先の

金融機関に行います。

③ 組戻しを受付した場合でも、振

込資金が入金済の場合等で組戻し

ができないことがあります。この

場合には契約者が受取人との間で

協議するものとします。

④ 組戻しの取扱を行った場合は、

当行所定の組戻し手数料をいただ

きます。

(11)らくらく自動送金
   ①らくらく自動送金の振込代金は振

込日の前営業日の午後 3 時に引落
を行います。

   ②らくらく自動送金は最大 10 件ま
で登録可能です。

   ③登録した内容の変更・削除は振込

日の前営業日の前日まで可能です。

   ④らくらく自動送金による振込金額

は振込・振替限度額の対象外とな

ります。

   ⑤らくらく自動送金は振替ではご利

用できません。

   ⑥らくらく自動送金の支払指定口座

は普通預金に限ります。

３．税金・各種料金払込

(1) 税金各種料金払込サービスとは、
契約者が当行に届け出済の支払指定

口座（普通預金および貯蓄預金）よ

り、ご依頼金額を引落しのうえ契約

者が指定した官公庁・収納企業等へ

電子納付・払込みをする取引を行う

ことをいいます。本サービスにおけ

る払込については、日本マルチペイ

メントネットワーク運営機構が運営

するマルチペイメントネットワーク

（以下「ＭＰＮ」といいます）によ

り取扱います。

(2) 税金・各種料金払込みを依頼する
場合は、契約者自身が本サービスに

よる当該税金・料金の電子納付・払

込についての可否を確認するものと

します。

(3) 税金・各種料金払込みを依頼する
場合の操作手順については、当行所

定の方法によるほか、納付・

払込先の定める方法により操作する

ものとします。なお、納付・払込先

の定める方法、事前申請の有無、

接続環境等についてのお問い合わせ

は、直接、納付・払込先に確認する

ものとします。また納付書番号、

金額などの必要事項を入力し、続け

て「確認用パスワード」を入力しま



すが、民間企業宛の各種料金の 

支払いについては、更に「ワンタイ

ムパスワード」の入力が必要となり

ます。

(4) このサービスにおいて納付・払込
みされた税金・各種料金の領収書等

は発行されません。

(5) このサービスにおいて納付・払込
みされたものに誤りや取消の必要性

が生じた場合は、直接、納付・払込

先へ照会するものとします。

(6) このサービスは依頼受付時に即時
支払取引となります。依頼受付処理

時点で支払指定口座の残高が納付・

払込金額に満たない場合は処理を行

いません。（複数の依頼がある場合、

処理順は当行任意とさせていただき

ます。）

(7)収納機関が指定する項目を当行所定
の回数以上誤って入力した場合は、

当該サービスのご利用を停止するこ

とがあります。ご利用を再開する場

合は当行所定の手続きが必要になり

ます。

(8)当該サービスのご利用に際しては 1
日における上限金額を第２４条 4 項
のとおり定めます。

４．定期預金・積立定期預金取引および

定期預金・積立定期預金新規口座開設

(1) このサービスは端末を用いた契約
者からの依頼に基づき、契約者が当

行に届け出済の振替指定口座と定期

預金指定口座（総合口座式定期預金

または通帳式定期預金）あるいは積

立定期預金との間で次の取引を行う

ことができます。また、取引限度額

および定期預金・積立定期預金の種

類・口数は当行が指定したものに限

られます。

① 支払指定口座から定期預金・積

立定期預金指定口座への入金

   ② 定期預金または積立定期預金指

定口座の定期預金または積立定

期預金を解約し入金指定口座へ

の 振替取引

③ 上記以外に当行の認めた取引

(2) 定期預金・積立定期預金新規口座
開設とは、以下の取扱とします。

①定期預金新規講座開設はサービス

利用口座から資金を引き落とし

のうえ、お客さまが指定する定

期預

金口座を新規に作成します。

②積立定期預金新規口座開設はお客

さまが指定する積立定期預金口座

を新規に作成します。

なお、定期預金・積立定期預金

ともに開設した口座の届出印は、

預入資金の引落し口座と同一の

届出印とします。

(3) 当行所定の時限以前に契約者が取
引依頼を完了したものについて取引

を行います。なお、定期預金・積立

定期預金入金にかかる適用金利は取

引日における当行所定の金利を適用

します。また、処理時点でご指定の

引落口座の残高がご依頼金額に満た

ない場合は処理を行いません。（複

数の取引依頼がある場合、処理順は

当行任意とさせていただきます。）



５．住所変更・公共料金口座振替申込

(1) 端末を用いた契約者からの依頼に
基づき、住所変更、公共料金口座振

替申込を受付します。

(2) 住所変更の届け出の効力発生は、
当行取引店での処理が完了した日と

させていただきます。

(3) 預金口座振替の開始時期は各収納
企業において任意に処理されるため、

当行では把握いたしません。預金口

座振替の開始遅延に起因して、契約

者に損害・不利益が発生したとして

も、当行はその賠償責任を負いませ

ん。

６．残高照会・入出金明細照会

(1) サービスの内容
残高照会・入出金明細照会とは、端

末を用いた契約者からの照会依頼に基

づき、当行あて届け出済の振替指定口

座のうち普通預金（総合口座）・貯蓄

預金について、口座情報を提供するも

のです。

(2) 照会依頼の方法
照会依頼は、契約者がログインパス

ワードと照会サービス利用口座を当

行あてに送信します

    (3) その他
   照会サービスにおいて当行が提供す

る内容は、照会時点の最新の取引内

容が反映されない場合がありま  

す。

７．投資信託取引サービス

(1) サービスの内容

①投資信託取引サービスとは、端末

機の操作による契約者からの依頼

に基づき、次のサービスが利用で

きるサービスをいいます。

ⅰ)投資信託募集・購入サービス
ⅱ)投資信託解約・買取サービス
ⅲ)定時定額契約の申込、金額変
更、廃止

ⅳ)投資信託口座の新規開設
ⅴ)投資信託照会サービス
ⅵ)電子目論見書サービス
②投資信託取引サービスの利用にあ

たって、契約者は投信口座を事前

に開設していることが必要となり

ます（画面上の操作で新規口座開

設をお申込いただくことも可能で

す。）。

③利用資格

投資信託取引サービスの利用は、

原則 20歳以上の方に限ります。
④投資信託取引サービスを利用する

場合、「累積（自動けいぞく）投

資約款 ２-(1)」にかかわらず、投
資信託取引サービスにより個別フ

ァンドの指定を行うことにより、

累積投資取引の利用申し込みが行

われたものとします。

⑤投資信託取引サービスによる取引

の取消は、次の取り扱いとなりま

す。本サービスによる取引につい

ては、当行所定の時限までであれ

ば取消できます。

(2) 契約者の責任等
    投資信託取引サービスを利用する

際は、各目論見書により商品内容に

ついて十分理解したうえで、契約者



自らの判断に基づいて次の事項を確

認し取引を依頼することとします。

なお、投資信託取引は、融資取引等

契約者と当行の間における他の取引

にいっさい影響を与えることはあり

ません。

①預金との相違について

投資信託は預金とは異なり、値動

きのある有価証券等に投資するた

め、元本・分配金が保証されてい

る商品ではないこと。

②価格変動リスク等について

投資信託は、次の要因により投資

元本を下回ることがあること。

ⅰ)組入れ有価証券(株式・債券等)
等の値動きにより基準価額が上下

すること。

ⅱ)組入れ有価証券(株式・債券等)
等の発行者の信用状態の変化等に

より基準価額が上下すること。

ⅲ)外貨建て資産に投資するもの
は、この他に通貨の変動(為替
変動リスク)により基準価額が
上下すること。

③中途換金について

ファンドによっては中途で解約でき

ない場合や、特定日以外は解約でき

ない場合があること。

④預金保険制度等の適用除外について

ⅰ)投資信託は預金商品でないため、
「預金保険制度」の対象外となる

こと。

ⅱ)当行で購入する投資信託は「投
資者保護基金」の対象ではないこ

と。

⑤リスクの負担者

投資した資産の減少を含むリスクに

ついては、投資信託の購入者(＝契
約者)が負うこと。

８．投資信託取引サービスの内訳

(1) 投資信託募集・購入サービス
①サービス内容

投資信託募集・購入サービスとは、

端末機の操作による契約者からの

依頼に基づき、契約者の指定する

サービス利用口座（支払指定口座）

から投資信託購入資金を引き落と

しのうえ、指定された投資信託

(以下「指定銘柄」といいます)を
購入するサービスをいいます。

②購入できる投資信託の銘柄等

購入できる投資信託の銘柄および

収益分配金の取り扱いコースは当

行所定のものに限定することとし

ます。

③取引の成立

ⅰ)第 21 条第１項、第２項に定め
る方法により、投資信託購入の

取引依頼内容が確定した後、当

行は依頼日当日に、投資信託購

入資金および販売手数料相当額

を支払指定口座から引き落とす

こととし、これらの引き落とし

が完了したときに取引が成立し

たものとみなします。

ⅱ)前記ⅰ)の引き落としにあたっ
ては、支払指定口座にかかる預

金規定等の定めにかかわらず、

当行は預金通帳・同払戻請求書

の提出を受けずに引き落としを

行います。



ⅲ)投資信託の購入に際しては、
借入金（総合口座当座貸越も借

入金となります）による購入は

行えないものとします。また、

当行が支払指定口座から引落処

理する時点で、支払指定口座の

残高がご依頼金額に満たない場

合または総合口座貸越となる場

合、当行は購入注文の処理を行

いません。（複数の取引依頼が

ある場合、処理順は当行任意と

させていただきます。）

(2) 投資信託解約・買取サービス
①サービス内容

投資信託解約・買取サービスとは、

端末機の操作による契約者からの

依頼に基づき、契約者の指定する

銘柄を解約・買取し、投資信託取

引サービスにおける投信指定預金

口座に振替処理を行うサービスを

いいます。

②解約・買取時期の制限

投資信託解約・買取サービスによ

る投資信託の解約・買取依頼は、

時期によっては受付できない場合

があります。

(3) 定時定額契約の申込、金額変更、
廃止

 ①定時定額契約とは、出金口座から

投資信託購入資金を引落しのうえ、

毎月あらかじめ指定された日に

  指定ファンドを一定額ずつ継続購

入するサービスであり、パソコン

操作によりこのサービスの申

  込および金額、増額月の変更、契

約の廃止がご利用いただけます。なお定時

定額契約については「投資信託定時定額購

入取扱規定（インターネット投資信託用）」

が適用されます。

 ②定時定額契約により購入した投資

信託の銘柄を解約する場合は、IB
によるかまたは投資信託口座の取

引店の店頭で申込むものとします。

なお、定時定額契約により購入し

た投資信託を全額解約した場合で

あっても、お客様から定時定額契

約を廃止する申出をいただかない

限り、当行は継続購入を行います。

(4) 投資信託口座の新規開設
  投資信託口座の新規開設とは、お

客様から投資信託口座開設の申込

を受付け、当行所定の手続きによ

  り、お客様が指定するダイレクト

サービス利用口座の取引店に投信

口座を開設するサービスをいいま

  す。

(5) 投資信託照会サービス
①サービス内容

投資信託照会サービスとは、端末

機の操作による契約者からの依頼

(照会)に基づき、契約者に属する
投資信託の取引内容等の情報を提

供するサービスです。

②照会対象となる取引内容

投資信託照会サービスにより照会

できる取引内容は次のとおりとし、

この内容について当行は契約者に

事前通知することなく追加、削除、

内容変更できることとします。

ⅰ)取引内容照会
預り残高、取引履歴、申込状況

ⅱ)投資収益照会



直近の損益、分配金

ⅲ)商品情報照会
(6) 電子目論見書サービス
電子目論見書サービスとは、端末

機の操作による契約者からの依頼

(照会)に基づき、パソコン上で「目
論見書」を閲覧し、またはダウンロ

ードできるサービスです。

９．外貨預金サービス

(1) サービスの内容
  ①外貨預金サービスとは、当行所

定の通貨について、当行所定の

金額の範囲内で「外貨普通預金

入出金サービス」「外貨定期預

金作成・解約サービス」「外貨

預金新規口座作成サービス」が

できるサービスをいいます。

    ②外貨預金サービスの利用にあた

っては、利用登録が必要です。

    ③外貨預金サービスのご利用は、

満２０歳以上の方に限ります。

    ④当行所定の時限までに受け付け

た取引の依頼は、その依頼があ

った日を取引日とします。外貨

預金サービスの取引の受付が完

了した後は、取り消しできませ

ん。

    ⑤当行所定の時限以降に受け付け

た取引の依頼（以下「予約扱い」

といいます）は、翌営業日を取

引日とします。なお、この場合

は、当行所定の時限までであれ

ば処理依頼内容の取り消しがで

きます。

    ⑥予約扱いにおいては、依頼を受

け付けた時点と取引日で当行所

定の外国為替相場が変動する場

合があるため、お客さまは、事

前に端末機の操作により許容す

る為替変動幅を指定できます。

なお、取引日に指定した許容為

替変動幅を超えて不利に為替相

場が変動した場合は、依頼がな

かったものとして取扱います。

    ⑦円預金と外貨預金との間での資

金移動を行う場合は、取引日の

当行所定の外国為替相場を適用

します。

    ⑧外貨預金サービスを利用して預

入した外貨預金の適用利率は、

取引日の店頭表示利率とします。

    ⑨為替相場動向等から当行所定の

外国為替相場を同日中に見直す

ことがあり、その場合、一時的

に一部サービスを停止する場合

があります。

    ⑩外貨預金については、外貨普通

預金規定または外貨定期預金規

定が適用されます。

(2) 契約者の責任等
     外貨預金サービスの利用にあた

っては、商品内容を十分理解し

たうえで、お客さまは自らの判

断に

基づいて以下の事項を確認し取引

を依頼することとします。

①為替変動リスク等について

  外貨預金は、為替相場の変動

により為替差損が生じ、受取時

の円貨額が預入時の払込円貨額

を下回るリスク（為替変動リス



ク）があること。また、預入時

の為替レートと受取時の為替レ

ートに差があるため、為替相場

に変動がない場合、円に交換し

た場合の円貨額は、預入時の払

い込み円貨額

 を下回ることがあること。

②預金保険制度の適用除外等につ

いて

 ⅰ）外貨預金は、「預金保険制

度」の対象外となること。

 ⅱ）外貨預金は、「マル優」の

対象外となること。

③リスクの負担者

 外貨預金の運用による収益およ

び損失は、お客さま本人に帰属

すること。

１０．外貨預金サービスの内訳

(1) 外貨普通預金入出金サービス
    外貨普通預金入出金サービスとは、

出金口座から外貨普通預金のサー

ビス利用口座へ入金、または外貨

普通預金のサービス利用口座から

出金してサービス利用口座へ入金

するサービスです。

(2) 外貨定期預金作成・解約サービス
    ①外貨定期預金作成サービスとは、

出金口座から資金を引き落とし

のうえ、外貨定期預金のサービ

ス利用口座に、外貨定期預金を

預入するサービスをいいます。

なお、外貨定期預金作成サービ

スについて預入できる外貨定期

預金の種類等については当行所

定のものに限ります。

    ②外貨定期預金解約サービスとは、

お客さまが指定する外貨定期預

金を解約してその資金をサービ

ス利用口座または外貨普通預金

のサービス利用口座へ入金する

サービスをいいます。

    ③外貨定期預金満期解約予約サー

ビスとは、お客さまが指定する自

動継続型外貨定期預金について、

お申込み後最初に到来する満期日

の自動継続扱いを停止し、自動的

に解約手続きを行うサービスをい

います。ただし、時期によっては

受付できない場合があります。

(3) 外貨預金新規口座作成サービス
    外貨預金新規口座作成サービスと

は、出金口座または外貨普通預

金のサービス利用口座から資金

を

引き落としのうえ、お客さまが指定

する外貨普通預金口座または外

貨定期預金口座を新規に作成す

る

サービスをいいます。なお、外貨預

金新規口座作成サービスにより

開設した口座の届出印は、代表

口座と同一の届出印とします。

１１．公共債（個人向け国債）取引サービ

ス

(1)サービスの内容
    ①公共債（個人向け国債）取引サ

ービスとは、お客さまの端末に

よる依頼に基づき、個人向け利

付国庫債券（以下「個人向け国

債」といいます）にかかる購入



および売却の注文を当行が受け

付け、その約定を行う取引、個

人向け国債およびその他公共債

にかかる照会取引サービスをい

います。

    ②お客さまが購入および売却がで

きる個人向け国債は、当行所定の

ものに限ります。また、注文の

できる金額は、当行所定の取扱

限度額の範囲とします。なお、当

行はお客さまに事前に通知する

ことなく当行所定の取扱限度額

を変更することがあります。

    ③公共債（個人向け国債）取引サ

ービスのご利用は、満２０歳以

上の方でかつ債券口座および利

金償還金振込先口座を本人名義

口座としてお申込みいただいて

いる場合に限るものとします。

    ④個人向け国債の購入の注文につ

いては、当行が別途定める申込

受付期間においてのみ受け付け

るものとします。また、個人向

け国債の売却の注文については、

当行は売却対象の当該個人向け

国債の利払日もしくは償還日ま

での当行所定の一定期間は受付

を行わないものとします。

    ⑤当行所定の時刻以降に受け付け

た取引の依頼については、翌銀

行営業日の取扱いとなります。

    ⑥個人向け国債の購入の注文につ

いては、当行所定の手続きによ

り、契約者が指定した預金口座

から購入金額を引き落とすもの

とします。購入金額の引き落と

しができなかった場合には、個

人向け国債取引の購入依頼が取

り消されたものとして、取引処

理を行いません。

    ⑦個人向け国債の売却の注文につ

いては、当行所定の手続きによ

り契約者が事前に指定した預金

口座に受渡金額を入金するもの

とします。

    ⑧個人向け国債の購入および売却

の注文は、当行所定の受付時限

以降は、当該注文内容の取消、

変更はできないものとします。

(2) 契約者の責任等
    ①契約者が個人向け国債取引を行

う場合には、商品内容、契約締

結前交付書面等の内容を十分ご

理解いただいた上で契約者自ら

の判断と責任において行うとと

もに、振替決済口座管理規定兼

保護預り口座規定を遵守いただ

くものとします。

    ②個人向け国債は、その発行から

１年間の中途換金禁止期間があ

ります。その後は額面金額で中

途換金できますが、中途換金調

整額として直近２回分の利子相

当額が差し引かれます。

 １２．カードローン

    既に保有しているカードローン口

座を関連口座として登録いただく

とカードローンの借入、返済、残

高照会、取引明細照会がご利用い

ただけます。



 １３．住宅ローン

(1)サービスの内容

    ①住宅ローンとは、お客様が当行

で借り入れた住宅ローン（以下

「住宅ローン」といいます。）

について、一部繰上返済お申込

および金利種類変更の申込がで

きるサービスをいいます。

②本サービスで取扱うことができ

る住宅ローンの種類は、当行所

定のものに限り、住宅ローンの

返済口座がサービス利用口座と

して登録されている場合に利用

できます。なお、契約状況、取

引状況等によっては取扱いでき

ない場合もあります。

③本サービスによる一部繰上返済

とは、住宅ローンについて、当

行所定の方法で借入残高の一部

を最終返済日より前に繰り上げ

て返済することをいいます。た

だし、以下の方法による取扱い

はできません。

i)全額繰上返済

ii)増額返済部分のみの一部繰上

返済

④本サービスによる金利種類の変

更とは、住宅ローンについて、

当行所定の方法で変動金利から

固定金利への変更、または、固

定金利適用の特約期間終了に際

して、再度固定金利を選択する

ことをいいます。ただし、固定

金利選択特約期間が最終返済日

を超える特約期間には変更でき

ません。

⑤金利種類の変更によって適用さ

れる金利は取引実施日において店

頭表示金利をもとに当行が提示す

る金利（以下「取引実施日時点の

金利」といいます。）が適用され、

取引依頼受付時点で店頭表示利率

をもとに当行が提示する金利（以

下「依頼日時点の金利」といいま

す。）を上回る場合があります。

そのため、お客様は取引依頼時に、

取引を行う金利条件を以下のいず

れかから選択するものとします。

i) 取引実施日時点の金利が、依頼

日時点の金利を上回る場合は申

込を取消する。

ii) お客様が取引を許容する上限金

利を指定し、取引実施日時点

の金利が、その上限金利を上

回る場合は申込を取消する。

iii)取引実施日時点の金利が、依

頼日時点の金利を上回る場合で

も取引を行う。

⑥一部繰上返済または金利種類変更

の取引実施日は、依頼日における

次回の約定返済日とします。

⑦同一の約定返済日に一部繰上返済

と金利種類変更を同時に申し込む

ことはできません。

⑧依頼内容確定後であっても、取引

実施日前日の当行所定の時限まで

は取消を受付ます。

⑨取引実施日までに本サービスが解

約となった場合でも、すでに依頼

内容が確定しているものについて

は、その依頼内容を有効なものと

して手続きを行います。



(2)一部繰上返済または金利種類変更に

伴う住宅ローンの契約内容の変更等

①本サービスによる一部繰上返済ま

たは金利種類変更ではお客様が住

宅ローンの借入にあたり当行に差

し入れた「金銭消費貸借契約証書」

（付随する追加約定書、変更契約

書または特約書等がある場合は、

それらを含め以下「原契約書」と

いいます。）の契約条件等は、お

客様が本サービスで依頼した内容

および当行の承諾に基づき変更さ

れます。

②本サービスでは、別途書面等によ

る契約締結は行いません。変更に

関する契約内容については、利用

画面上で確認するものとします。

また契約変更の効力は、当行にお

いて一部繰上返済または金利種類

変更の手続きが完了した日に生じ

るものとします。なお、手続き後

の利率、返済内容等については、

別途交付する「ご返済予定表」で

確認してください。

固定金利適用期間中に繰上返済が

行われた場合、変更後の最終返済

日が固定金利適用期限前となる場

合は、変更後の最終返済日を固定

金利適用期限とします。

③変動金利型の住宅ローンを利用中

で、本サービスにより期間短縮方式

(返済額を変更せず最終返済日を繰

り上げる方式)による一部繰上返済

を行った場合、繰上返済後も次回の

返済額の見直し予定日に変更はあり

ません。

(3)処理依頼内容の実行・取消

①当行は、取引実施日の当行所定の

時間に、必要な資金(一部繰上返済

においては、約定返済額、一部繰

上返済額、未払い利息額、当行所

定の手数料の合計額、金利種類変

更においては、約定返済額と当行

所定の手数料の合計額)を住宅ロー

ンの支払指定口座から引落します。

当行は、これらの引落が完了した

ことをもって、前項の契約変更を

承諾し、当行所定の方法で処理を

行います。

②当行は、以下の事由等により住宅

ローンの依頼内容が処理できなか

った場合には、当該取引依頼がな

かった(処理依頼が取消された)もの

として取扱いします。

i) 取引実施日の前日までに必要な資

金が支払指定口座に入金されなか

った場合。

ii) 金利種類変更の依頼において､

「取引実施日時点の金利が、依頼

日時点の金利を上回る場合取消す

る」を選択した場合で実施日時点

の金利が依頼日時点の金利より上

昇した場合。

iii) 金利種類変更の依頼において、

お客様が取引を許容する上限金

利を指定した場合で、取引実施

日時点の金利が、その上限金利

を上回る場合。

ⅳ) 取引実施日までに全額返済され

た場合や他の条件変更手続きが行われた場



合。

１４．普通預金（総合口座定期預金を含

む）の道銀 Web 専用口座[スマートＬｅａ

ｆ]への切替

(1)  サービスの内容

①普通預金の切替えの場合

普通預金を道銀 Web 専用口座

［スマートＬｅａｆ]に切り替

えるにあたっては、「普通預金

規定」にかかわらず通帳は発行

しないものとします。

②総合口座の切り替えの場合

総合口座（普通預金・定期預金）

を道銀Web専用口座［スマート

Ｌｅａｆ]に切り替えるにあた

っては、「総合口座取引規定」、

該当する「定期預金規定」にか

かわらず通帳は発行しないもの

とします。

(2)  規定の準用

①「道銀Web専用口座〔スマート

Ｌｅａｆ〕(普通預金)規定」、ま

たは「道銀Web専用口座〔スマ

ートＬｅａｆ〕(総合口座)規定」

に特段の定めがない場合は、本

規定、「総合口座取引規定」、

「普通預金規定」、該当する

「定期預金規定」、「キャッシュ

カード規定」、「デビットカード

規定」、「口座振替依頼書電子受

付サービス取引規定」を準用す

るものとします。

②本規定、「総合口座取引規定」、

「普通預金規定」、該当する

「定期預金規定」、「キャッシュ

カード規定」、「デビットカード

規定」、「口座振替依頼書電子受

付サービス取引規定」、「道銀

Web 専用口座〔スマートＬｅａ

ｆ〕 (普通預金 )規定」または

「道銀Web専用口座〔スマート

Ｌｅａｆ〕(総合口座)規定」が

両立しない場合は、「道銀 Web
専用口座〔スマートＬｅａｆ〕

(普通預金)規定」または「道銀

Web 専用口座〔スマートＬｅａ

ｆ〕(総合口座)規定」が優先的

に適用されるものとします。

１５． 緊急利用停止 

(1).緊急利用停止の方法

本サービスの契約者は、本サービス

の内訳サービスの利用停止を当行へ

の電話による依頼、または、ダイレ

クトサービスログイン画面下段の

「緊急利用停止」ボタンから「ログ

インネーム」または「代表口座番号」

を指定してサービスへログインいた

だき、ご自身の操作でサービスへの

ログインを停止する方法で行うこと

ができます。

なお、初回登録未了の状態ではご自

身の操作では「緊急利用停止」はお

手続きできません。

(2).緊急利用停止の解除（サービス利

用再開）

サービス利用を再開する場合はお電

話やダイレクトサービス操作画面上

からはお手続きいただけません。別

途当行所定の手続きが必要となりま



す。

第 29条 ワンタイムパスワード 

ＩＢの契約者がワンタイムパスワードを

利用する場合は、本条の定めにより取り扱

うこととします。 

１．利用開始手順 

(1) ソフトウェアトークンの場合 

ワンタイムパスワードを利用する場

合は、「どうぎんアプリ」をダウン

ロードいただき、当行所定の方法に

よりワンタイムパスワード利用開始

手続きを行うものとします。 

 (2) ハードウェアトークンの場合 

ワンタイムパスワードを利用する場

合は、ＩＢにログインした後、トーク

ン発行、「ハードウェアトークン」選

択等、当行所定の方法により利用画面

上で申込手続きを行います。 

申込受付後、当行よりトークンを契約

者の届出住所あてに所定の方法で郵送

しますので、到着後、当行所定の方法

によりワンタイムパスワード利用開始

手続きを行うものとします。 

２．ワンタイムパスワードの入力が必要

となる操作・取引 

(1) ＩＢへのログイン 

(2) 振込取引（振替は対象外） 

(3) 振込利用限度額変更 

(4) 税金・各種料金払込（収納先が

民間企業のみ） 

(5) お客様情報変更（第１メールア

ドレス、電話番号、ＤＭ送信希望

変更） 

(6) 第２メールアドレス設定・変更 

(7) 住所変更 

(8) ログインパスワード再登録 

(9) 確認用パスワード再登録 

(11) 合言葉認証初期化 

３．生体認証によるログインについて 

(1)生体認証ログインとは 

  生体認証ログインとは、道銀ダイ

レクトサービスの利用に際し、端

末に搭載された生体認証機能を活

用し契約者の生体情報（指紋また

は顔）を用いることで、ログイン

時の本人確認手続きを補助する機

能をいいます。生体認証ログイン

は、生体認証機能に対応した端末

でワンタイムパスワードソフトウ

ェアトークンを利用する場合にの

み利用いただけます。なお、契約

者の登録生体情報は端末内で管

理・保管されるものであり、当行

が契約者の登録生体情報を取得す

ることはありません。 

  (2)生体認証ログインの利用開始 

    契約者が生体認証ログインの利用

を開始する場合は、ソフトウェア

トークンから当行所定に操作によ 

り、端末の生体認証機能を起動し、

生体情報の登録と合わせ、ログイ

ンネームおよびログインパスワー

ドを入力してください。当行は入

力されたログインネーム、ログイ

ンパスワードが既に登録されてい

るログインネーム、ログインパス

ワードとの一致を確認することで

契約者からの生体認証ログインの

利用開始の依頼があったものとみ



なし、生体認証ログイン機能の提

供を開始します。この操作以後、

同一の端末内のソフトウェアトー

クンを経由し、生体認証機能を利

用してログインする場合は契約者

自身によるアクセスであると判定

し、ログインネーム、ログインパ

スワードの入力は不要とします。 

  (3)生体認証ログインの利用選択 

   生体認証ログインおよびワンタイ

ムパスワードを利用した通常どお

りのログイン操作のどちらを利用

するかは、ログインの都度、選択

することが可能です。 

(4)生体認証ログインの利用解除 

生体認証ログインの利用を中止する

場合は、ソフトウェアトークン上の

当行所定の操作による利用解除手続

きを行ってください。この操作完了

後は契約者の本人確認にはログイン

ネームおよびログインパスワードの

入力が必要となります。なお、再度

生体認証ログインの利用を希望する

場合は上記(2)の操作を行ってくだ

さい。  

４．手数料 

(1) ソフトウェアトークン利用の場    

  合 

トークンの発行・更新手数料および

ワンタイムパスワード利用手数料は

かからないものとします。 

(2) ハードウェアトークン利用の場 

  合 

トークンの初回発行・更新手数料、

破損（故障を含む、以下同じ）によ

る再発行手数料およびワンタイムパ

スワード利用手数料はかからないも

のとします。ただし、紛失・盗難に

かかわるトークンの再発行にあたっ

ては、当行所定の再発行手数料がか

かるものとします。この再発行手数

料は、当行は第６条第２項の定めに

準じて、代表口座から引き落としま

す。 

５．ワンタイムパスワードの解約（利用

解除）・利用停止 

(1)ワンタイムパスワードの解約（利

用解除） 

①契約者がワンタイムパスワードの

利用を解約する場合は、契約者が

本サービスの利用画面上でワンタ

イムパスワード利用解除の手続き

を行うことで、解約（解除）する

ことができます。利用解除完了後

は、契約者の本人確認手続きに、

ワンタイムパスワードの入力は不

要となります。 

②利用解除後に再度ワンタイムパス

ワードの利用を希望する場合は、

第２９条第１項の手続きを行うも

のとします。ただし、この手続き

が行えるのは、利用解除後、所定

の期間経過後とします。 

③契約者自身の操作でワンタイムパ

スワード利用解除ができない場合

は、当行所定の方法により取り扱

いいたします。 

 (2) ワンタイムパスワード利用停止 

①契約者がＩＢの利用画面上でワン

タイムパスワード利用停止の手続



きをとることにより、ワンタイム

パスワード機能を中止することと

します。利用停止後は、契約者の

本人確認手続きに、ワンタイムパ

スワードの入力は不要となります。 

②利用停止後にワンタイムパスワー

ドの利用再開を希望する場合は、

契約者が利用画面上でワンタイム

パスワード利用停止解除の操作を

行うこととします。 

③契約者自身の操作でワンタイムパ

スワード利用停止や停止解除がで

きない場合は、当行所定の方法に

より取り扱いいたします。 

④なお、利用停止中でも発行済のト

ークンは有効であり、利用停止解

除によりワンタイムパスワード認

証機能を再開した場合、従来のト

ークンを継続して利用するものと

します。 

(3) ワンタイムパスワード閉塞 

当行が保有するワンタイムパスワ

ードと異なる内容で当行所定の回数

以上連続してワンタイムパスワード

が入力された場合は、ワンタイムパ

スワードは利用停止され、本サービ

スの利用ができなくなります。利用

停止を解除する場合は、契約者は当

行所定の方法により届け出を行うも

のとします。 

(4) トークン発行規制 

トークン発行回数が当行の定める回数

を超えた場合は、トークンの発行規

制を行い、新しいトークンの発行が

できなくなります。発行規制を超え

て発行を希望する場合は、契約者は

当行所定の方法により届け出を行う

ものとします。 

６．トークンの紛失・盗難と再発行 

  （１）ハードウェアトークン、トー

クンをインストールしたスマート

フォンの紛失・盗難によりワンタ

イムパスワードの利用を止めたい

場合は、契約者は速やかに当行あ

て連絡するとともに、当行所定の

方法により届け出するものとしま

す。当行は受付後、ワンタイムパ

スワード利用停止の手続きを行い、

本サービスの取扱を停止します。 

  （２）ソフトウェアトークン利用者

がワンタイムパスワード利用再開

を希望する場合は、当行所定の手

続き後、契約者が第２９条第１項

の手続きを行うものとします。 

  （３）ハードウェアトークン利用者

がワンタイムパスワード利用再開

を希望する場合は、当行所定の手

続き後、当行でトークンの再発行

手続きを行うものとします。なお、

この場合は、第２９条４項（２）

のとおり、当行所定の手数料がか

かることとします。 

７．ハードウェアトークンの故障・破損 

配布されたトークン装置が不良品の

ため、あるいは故障・破損にて、ワン

タイムパスワードが使用できない場合

は、当行本支店に当行所定の届け出を

し、再発行の手続きを行うものとしま

す。この場合、トークン装置を返却い

ただきます。 



８．トークンの切替（種類の変更） 

  使用中のトークンの種類を変更する場

合は、契約者が第２９条第５項の手続

きを行った後、所定の期間経過後、第

２９条第 1 項の手続きを行うものとし

ます。 

９．有効期限 

トークンは当行所定の有効期限があり

ます。有効期限経過後はワンタイムパス

ワードのご利用が無い状態となりますの

で、安全にサービスをご利用いただくた

め、有効期限内に更新手続きを行ってく

ださい。 

(1) ソフトウェアトークン利用の場 

合 

有効期限到来前に当行より所定の通

知をしますので、契約者はワンタイ

ムパスワード表示画面より更新手続

きを行うものとします。 

(2) ハードウェアトークン利用の場   

  合 

有効期限到来前に当行より所定の通

知をしますので、契約者はハードウ

ェアトークン新規申込の場合に準じ

て更新手続きを行うこととします。 

１０．免責事項 

ワンタイムパスワードの取り扱いにあ

たって事故等が発生した場合は、第７

条、第８条、第１２条の定めのほか、

本項の定めによることとします。 

(1) ワンタイムパスワードおよびト

ークンは契約者自身の責任において

厳重に管理し、第三者に開示しない

こととします。また、ワンタイムパ

スワードおよびトークンの偽造、変

造、盗用、不正使用があった場合は、

契約者は直ちに当行所定の方法によ

り届け出ることとします。この届け

出前に契約者に損害・不利益が生じ

ても、当行はその賠償責任を負いま

せん。 

(2) トークンの不具合や使用してい

る端末や機器の不具合（生体認証機

能を含む）等により、取り扱いが遅

延し、または不能となった場合でも、

このために生じた損害については、

当行に責がある場合を除き、当行は

賠償責任を負いません。 

(3) ワンタイムパスワードの利用停

止解除、トークンの発行制限解除、

ワンタイムパスワードの利用解除後

の再登録前、およびトークン再発行

における郵送到着前に、ワンタイム

パスワードの入力を必要とする取引

ができなかったことに起因して契約

者に損害・不利益が生じても、当行

はその賠償責任を負いません。 

(4) トークンの発行・再発行にあた

って、契約者あての郵送途中で発生

した事故（配達不能による返送時を

含む）により第三者が当該トークン

を入手した場合、当行の責によらな

い事由に起因して契約者に損害・不

利益が生じても、当行はその賠償責

任を負いません。 

第30条 電子交付サービス

1.サービスの内容

（1）電子交付サービスとは､本サービス

により､第２項に定める書類(以下



「対象書類」といいます)について､

紙媒体に代えて電磁的に交付(以下

「電子交付」といいます)するサー

ビスをいいます。

（2）電子交付サービスは第２４条に定め

る本サービス利用開始の操作が完了

した段階ですべての電子交付対象書

類について一律で付帯させていただ

きます。なお､電子交付サービスから､

紙媒体での交付へ変更することも可

能です。

2.対象書類

（1）金融商品取引法その他関係法令等に

より規定されている書類および当行

が交付するその他の通知書類等のう

ち､当行が定め､当行ホームページに

掲げる書類とします。なお､当行は対

象書類を任意に追加または削除でき

るものとし､その場合は､事前に当行

ホームページで公表することとしま

す。

（2）利用申し込みにあたっては､前項に

定めた対象書類は以下の商品種別を

包括的に申し込まれたものとします。 

・投資型商品(投資信託に関わる書類。

ただし｢特定口座年間取引報告書｣は

紙媒体による交付も選択いただけま

す。) 
・国内預金商品(定期預金、積立定期

預金に関わる書類) 

 ・ローン商品(カードローンに関わる

書類)

（3）電子交付の対象書類および各書類の

交付時期､閲覧可能期間等は､当行ホ

ームページに掲載しますので､最新

の情報は当行ホームページで確認し

てください。

3.電子交付の方法等

（1）電子交付の方法は､対象書類の記載

事項をＰＤＦ形式のファイルで記録

して､お客さまの利用画面上で閲覧に

供します。また､対象書類はお客さま

のプリンター等で印刷し､お客さまの

端末上にＰＤＦ形式のファイルを保

存することも可能です。なお､対象書

類を閲覧するためには､お客さまが使

用するパソコン等においてＰＤＦ閲

覧ソフトが必要になります。

（2）対象書類が記録された場合は､その

都度､利用画面上で通知します。

（3）対象書類のうち､以下の場合を除き､

金融商品取引法その他関係法令等に

より規定されている書類については､

当該書類が閲覧可能となった日から

１０年間閲覧することができるもの

とし､当行が交付するその他の書類に

ついては､当行が個別に定めた期間に

おいて閲覧することができるものと

します。

①当行が当該書類を電子交付に代えて､

紙媒体により交付した場合。

②当行がお客さまの承諾を得たうえで､

他の電磁的方法等(電子メールを利用

する方法､当行ホームページからダウ

ンロードする方法等､本サービスで定

める電子交付の方法以外によるもの)
により交付した場合。

4.利用にあたっての留意事項



（1）第５項の事由により電子交付サービ

スが終了する場合､電子交付された書

類を紙媒体でも交付する場合があり

ます。

（2）法令、諸規則の変更、監督官庁の指

示、その他当行が必要と認めた場合

には、電子交付サービスの利用期間

中であっても電子交付ではなく、紙

媒体により交付する場合があります。

（3）当行は､お客さまにあらかじめ通知

することなく､法令等に反しない範囲

で電子交付の方法等を変更すること

があります。

（4）当行は､システムメンテナンス等の

ために､電子交付サービスの全部また

は一部を停止することがあります。

5.電子交付サービスの解約等

次の各号のいずれかに該当する場合には､

対象書類は紙媒体へ切り替えて交付します。

（1）お客さまが電子交付サービスを解約

した場合。

（2）解約等により本サービスが終了した

場合。

（3）当行が電子交付サービスの利用を停

止することが適当であると判断した場合。

（4）当行が電子交付サービスの提供を終

了した場合。 

以上
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道銀ダイレクトサービス不正利用被害補償

規定

第１条補償規定の適用範囲

１．補償対象者

当規定は道銀ダイレクトサービス契約者で

個人のお客様（以下「契約者」といいま

す）の取引に適用されます。

２．補償範囲

第三者が、契約者の暗証番号等を盗用し、

道銀ダイレクトサービス（以下「本サービ

ス」といいます）を利用して契約者になり

すまして預金口座を不正使用した不正な振

込等により、契約者が預金口座上損害を被

った場合、次の各号すべてに該当する場

合、契約者は当該取引にかかる損害（取引

金額、手数料および利息）の額に相当する

金額の補てんを請求することができます。

(1) 暗証番号等の盗取または不正使用に気

づいてからすみやかに、当行への通知が行

われていること。

(2) 当行の調査に対して、契約者より十分

な説明が行われていること。

商 号

等

株式会社 北海

道銀行

登録金融機関 

北海道財務局

長（登金）第 1
号

加入協会 日本証券業協

会 / 一般社団法

人 金融先物取

引業協会



(3) 当行に対して、暗証番号等が盗取され

たことが推測される事実を確認できるもの

を示し、警察への被害事実の事情説明を行

うなど捜査への真摯な協力が得られるこ

と。

３．補償金額前項の事由により、契約者か

ら請求がなされた場合、当該不正な振込等

が契約者の故意による場合を除き、当行

は、当行へ通知が行われた日の３０日（た

だし、当行に通知することができないやむ

を得ない事情があることを契約者が証明し

た場合は、３０日にその事情が継続してい

る期間を加えた日数とします）

前の日以降になされた不正な振込等にかか

る損害の額に相当する金額（以下「補てん

対象額」といいます）を補てんするものと

します。ただし、当該不正な振込等が行わ

れたことについて、当行が善意かつ無過失

であり、かつ、当該不正な振込等にかかる

損害が契約者の過失に起因する場合は、当

行は被害状況および過失の度合い等を勘案

のうえ、補てん対象額を減額した金額を補

てんする場合があります。

４．補償対象期限

前記第２項、第３項の規定は、前記第３項

による当行への通知が、盗難等が行われた

日（当該盗難等が行われた日が明らかでな

いときは、当該盗難等にかかる暗証番号等

を用いて行われた不正な振込等が最初に行

われた日）から、２年を経過する日後に行

われた場合には、適用されないものとしま

す。

５．補償開始日

補償開始日については平成２０年７月７日

以降の操作または取引により発生した損害

を対象とします。

第２条免責事項

前条の規定にかかわらず、不正な振込等が

行われたことについて、当行が善意無過失

であり、次のいずれかに該当する場合に

は、当行は補てんの責任を負いません。

１．被害があった旨の届け出があった日か

ら３１日以上前の日に行われた不正な振込

等による損害。

２．当該不正な振込等にかかる損害が契約

者または契約者の法定代理人の重大な過失

または法令違反に起因する場合。

３．当該不正な振込等について契約者本

人、契約者の配偶者、二親等内の親族、同

居の親族、その他の同居人、留守人または

家事使用人、勤務先の同僚など身近な人物

が自ら行いまたは加担した場合。

４．契約者が、被害状況についての当行に

対する説明において、重要な事項について

偽りの説明を行った場合または契約者が不

正使用にかかる事実の調査、警察等への事

情説明に協力しない場合。

５．本サービスが正常な機能を発揮しない

状態で行われた端末機の使用。

６．道銀ダイレクトサービス利用規定や当

行が推奨する利用環境など、当行が定める

規定や操作方法に違反したことにより生じ

た損害。

７．他人に強要されたことによる端末機の

使用または他人に暗証番号等の管理を委ね

た場合および契約者自らが暗証番号等を告

知した場合。

８．他人に譲渡・貸与または担保に差し入

れられた端末機から不正使用された損害。



９．平成２０年７月６日以前に発生した損

害。

１０．暗証番号等の通知が契約者に到着す

る前に生じた盗難。

１１．契約者またはその代理人の故意また

は重大な過失によって、本サービスの安全

対策の効力を弱める行為が行われた場合。

１２．戦争、暴動、地震等による著しい社

会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して

暗証番号等が盗難等により不正使用された

場合。

第３条関係機関への契約者情報の提供

当行が当補償規定に基づき補償を行う場

合、当行から関係機関に当行の保有する契

約者の情報を提供することがあります。契

約者が当該情報の提供に同意しない場合

は、補償を受けられないことがあります。

第４条損害賠償請求権等の取得

当行が補償を行った場合は、当行は当該補

償を行った金額の限度において、不正使用

を行った者、その他の第三者に対して契約

者が有する損害賠償請求権または不当利得

返還請求権を取得するものとします。ま

た、契約者の当該預金にかかる払戻請求権

は消滅するものとします。

第５条他の補てんがある場合の取扱

１．当行が契約者の損害に対して、既に払

戻しを行っている場合には、この払戻しを

行った額の限度において、第１条に基づく

補てん請求には応じることはできません。

また、契約者が当該払戻しを受けた者から

損害賠償または不当利得返還を受けた場合

も、その受けた限度において同様としま

す。

２．契約者が被った損害の全部または一部

に対して、保険金を支払うべき他の保険契

約がある場合は、本規定で支払うべき補償

が減額されることがあります。

第６条規定の変更等

当行は本規定の内容を、当行の定める方法

で契約者に周知することにより、任意に変

更できるものとします。

契約者は変更日以降変更後の規定に従うも

のとします。なお、本規定の変更により損

害が生じたとしても、当行は責任を負いま

せん。

第７条関係規定の準用

この規定に定めのない事項については、道

銀ダイレクトサービス利用規定、関係する

当行各種規定により取扱します。

以上

【2020.06.15(改訂)__

個人情報の利用に関するお知らせ

 お客さまからお預かりした個人情報（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく「個人番号」及び「特定



個人情報」を除きます。）は、当行および関連会

社、提携会社の総合的金融サービスを提供させて

いただくため、法令により認められた全ての業務

（今後取扱が認められる業務を含みます）に関し

て次の目的において利用いたします。

① 法令等に基づくご本人さまの確認等や、特定の

預金・融資・その他金融商品やサービスをご

利用いただく場合の適合性の判断や資格等の

確認のため。

② 預金・その他金融商品やサービスの受入れ・販

売・勧誘のため。

③ 預金・その他金融商品やサービスにおける、期

日管理等の継続的なご利用等に際しての管理

のため。

④ 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての

判断や管理のため。なお、ご家族さまの属性

情報（氏名・住所・生年月日・性別・勤務先

等）についても判断や管理のため利用させて

頂きます。

⑤ 融資のお申込みに際して、当行が加盟している

個人信用情報機関に個人情報を提供するため

（当行以外の会員企業へ個人情報が提供され

る場合があります。）または個人信用情報機関

から必要な個人情報を取得するため等適切に

業務を遂行するうえで必要な範囲での第三者

提供のため。

⑥ 関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融

商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため。

⑦ お客さまとの契約や法律等に基づく当行の正当

な権利の行使や義務の履行のため。

⑧ 各種調査、アンケートの実施等による当行およ

び関連会社、提携会社の預金・融資・その他

金融商品やサービスの研究や開発のため。

⑨ ダイレクトメールの発送等、当行および関連会

社、提携会社の預金・融資・その他金融商品

やサービスに関するご案内、ご提案等のため。

⑩ 他の事業者等から個人情報の全部または一部の

処理について委託された場合等において、委

託された当該業務を適法かつ公正に遂行する

ため。

⑪ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理の

ため。

⑫ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に

履行するため。

なお、法令により認められている業務は次のとお

りです。

 法令により求められる場合等正当な理由がある

場合を除き、お客さまの同意を得ることなく目的

外利用はいたしません。

 なお、銀行法施行規則等により、個人信用情報

機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能

力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査

以外の目的に利用・第三者提供はいたしません。

 また、銀行法施行規則等により、人種、信条、

門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴について

の情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営

その他の必要と認められる目的以外の目的に利

用・第三者提供はいたいしません。

注：利用目的⑨の、「ダイレクトメールの発送等

～」について同意をしない場合は、店頭までお申

し出ください。なお、ダイレクトメールの発送等

とは、郵送、電話、ＦＡＸ、電子メール等による

セールスをいい、お客さまとの面談によるセール

スを除きます。

  以上


